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本日の会議に付した事件 

 

 

                      平成２４年第３回山元町議会定例会（第２日目） 

                      平成２４年９月１０日（月）午前１０時 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成２４年第３回山元町議会定例会第２日目の会議を開きま

す。 

これから本日の会議を開きます。 

      報道機関から取材の申し入れがあり、これを許可しております。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１１７条の規定によって、６君遠藤龍之君、

７番齋藤慶治君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議長諸報告を行います。 

      １．町送付議案等の受理。当局から議案６件が追加送付され、これを受理したのでそ

の写しを配布しております。 

      ２．一般質問通告書の受理。岩佐哲也君ほか９人の議員から一般質問の通告を受理し

たので、その一覧表を配布しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）ここで、山元町議会先例７９番により、町長齋藤俊夫君から発言したいとの

申し出があり、これを許可しております。 

      発言を許します。町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。 

      おはようございます。本日の会議冒頭にお時間をちょうだいいたしまして、坂元地区

の災害公営住宅建築事業関係予算に係る私の報道対忚に関しまして、至らない点があり

ましたのでおわび申し上げたいというふうに思います。 

      本定例会に提案しております議案第６８号平成２４年度一般会計補正予算（第５号）

につきましては、去る４日の本会議で提案理由を説明させていただきましたとおり、先

月８月１日に開催されました臨時会でご同意を得られなかった坂元地区の災害公営住宅

建築事業関係予算を含むものとなっております。臨時会において、ご同意を得られるま
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でに至らなかったのは関係予算に係るご説明が不十分であったことによるものであると

真摯に受け止め、その後の東日本大震災災害対策調査特別委員会や現地調査を通じて詳

細な説明に努めてきたところでございます。また、本定例会におきましても会期中の質

疑等を通じて議員各位とのご理解を得られるよう誠心誠意努める所存でありました。 

      しかし、提案理由説明後、取材に忚じた翌日に町と議会は一体となり被災者の要望に

忚える責務があるとの記事が掲載され、本会議中での質疑を前に議員の皆さまを初め町

民各位に対し、あたかも予算可決が議会の責務であるかのような印象を与えることとな

ってしまいました。 

      私の発言の本意は、町としては一日千秋の思いで災害公営住宅への入居を待ち望んで

いる被災者の皆さまに尐しでも早く忚えるべく工法の一部見直し等による事業費の削減

に努めますとともに、特別委員会や現地調査を通じて議員各位に対し丁寧なご説明を申

し上げ、本定例会においてもさらなる議論を重ねつつご理解を深めていただく中で議会

と執行部が一体となりこの問題に対処していく必要があるとの一心でございまして、他

意はございません。いずれにいたしましても、議員の皆さま並びに町民各位に不快な思

いをさせてしまいましたことは私の不徳のいたすところでございます。まことに申しわ

けなく、おわび申し上げる次第でございます。 

      本定例会に提案しております坂元地区の災害公営住宅建築事業関係予算は、被災者の

皆さまが待ち望む災害公営住宅の早期完成に向けまして必要不可欠なものでございます。

引き続き議員各位のご理解とご協力のもと、鋭意事業に取り組んでまいりたいと存じま

すので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

議 長（阿部 均君）発言を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．一般質問を行います。 

      一般質問の発言時間は、山元町議会先例９５番により質問時間は４０分以内とし、な

お、山元町議会基本条例第６条の規定により、原則一問一答であります。質問、また質

問・答弁は簡明にされますようお願いいたします。 

      また、一般質問は通告制でございますので、通告外にならないようご注意をお願いい

たします。 

議 長（阿部 均君） ２番岩佐哲也君の質問を許します。岩佐哲也君、登壇願います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。それでは、平成２４年第３回山元町議会定例会におきまして、一般質

問をさせていただきます。別紙要綱のとおりではございますが、まず初めに平成２４年

度に入りまして本格的な震災復興元年、昨年は復旧、ことしは復興元年ということで、

昨年より１年半を過ぎました。町当局も一生懸命復興に向けて努力されているというこ

とに感謝と敬意を表するものでありますが、しかしながら、被災を受けた町民、被災さ

れた町民から見れば遅々として進まない部分、何となく先の見えない部分が非常に多い。

例えば、ＪＲ問題を初め住宅問題、あるいは雇用問題、産業振興、高齢者、そして学校

教育、学区編成も含めてもろもろの問題が山積しておりまして、一つでも早くやってい

ただきたいというのが町民、あるいは被災された住民の切実な思いだろうと思います。 

      住民の意見・意向を十分に斟酌して要望を極力聞き入れながらスピードのある復興を

実施していくということが何よりも大事だろうと思います。８月２７日現在の宮城県の

情報によりますと、県内では防災集団移転事業促進事業に５市３町、９１地区で４，７
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００戸の住宅、あるいは災害公営住宅整備に２市３町、１６地区、１，３８２戸が申請

している。しかしながら、きのうの新聞にも出ておりましたが、この着工が１．６パー

セントしか進んでいないという、非常に被災された住民にとっては住宅問題が非常に大

きな問題の位置を占めている中にもかかわらず、県全体でも１．６パーセントしか進ん

でいない。 

      先ほどの県の情報の中にも、我が町で申請しているそのデータで入っているのは、山

下地区の５０戸の申請という形でしか進んでいない。もちろん、町全体では９６０戸を

どうしようかということで進んでおりますが、現在申請で県の方で認可といいますか受

け止めている数字が山元町は５０戸だと。そこで、今回はこれを何としても進めていた

だきたいということを含めまして、今回防災集団移転事業を中心に、以下３点ほどを一

般質問とさせていただきます。 

      まず第１段、前段としましてコンパクトシティという言葉が盛んに当初から一つのモ

デルとして、考え方として、我が町の考え方として説明されております。コンパクトシ

ティ、これは本来であれば町民にコンパクトシティはこういうものを目指すんだという

ことを当初に説明して、それに対して防災集団移転やら何やらも含めて今後どういう復

興をするのかという話が段取りとして必要であったと思うわけでありますが、町民との

懇談ということよりは、先にコンパクトシティが先に出てきて、その後づけでいろいろ

な条件、こういう形だというのが出てきたような感じを受けます。そこで、再度確認も

含めまして、１番目としてはコンパクトシティの一般概念、一般に言われているコンパ

クトシティと我が町で目指すコンパクトシティとは一体どういうものなのか。その辺の

住民のコンセンサスも必要であろうということで、これを第１点目に質問させていただ

きます。 

      ２点目も同じような感じになりますが、具体的に我が町のコンパクトシティはどうな

のか、どういうものを目指すかということを２番。そして、従来、当初コンパクトシテ

ィの話は２２の行政区が分散しているからそれを集約するんだということから始まりま

して、ある程度まとまらないと商店街ができない、利便性が不便だ、ないということが

話に。その間に常磐線内陸移設の問題もあって、駅中心のコンパクトシティをつくるの

であるというようなことも含めて、そして最後には行政コストという問題も出てまいり

ました。 

      ３番目に、将来の行政コストの低減策として税収の増とは言わないまでもいかにして

減を食いとめるかということで減収対策をどうするか。行政コストというのであれば、

行政バランスから見れば出費だけを抑えるのではなく、収入増も考えなければならない。

収入増をいかに、減をいかにくいとどめるかということも。そういったことで３番目と

して将来の行政コストの軽減策と税収の維持確保はどう考えておられるか。 

      そして４番目、コンパクトシティということで核をどう考えるか。核が一つというの

は一番コンパクトと見やすいかもしれませんが、歴史とか文化とか、長い山元町の歴史

があるわけでして、それを一つにする、あるいは坂元、山下二つにするということに無

理があるような気もしますし、将来的にはそういうことも構想に入れる必要があるんだ

ろうと思うんですが、コンパクトシティ、現在考えているコンパクトシティは核を幾つ、

どこに考えておられるのかということを改めて確認します。特に、そのときに旧市街地、

山下であるとか七十七銀行などもある旧市街地、あるいは坂元の地区の下郷、町地区を
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含めた、あるいは横山地区の現在ある町の旧市街地との絡みをどう考えるのか。今回の

場合は新市街地というのがテーマになっておりますけれども、コンパクトシティという

考え方からすれば旧市街地の活性化をどう考えるかというのも非常に大きな重要な問題

である。これも一緒に考えなければ山元町のコンパクトシティという概念にはそぐわな

いのではないか。段階的に進めることも必要でしょうが、そういった角度から４番目、

核をどう考えておられるのかについてお伺いするものです。 

      そして５番目、国道６号線、危険区域ということを設定していたということで、そこ

に住宅ができないということを考えますと、おのずと国道６号線を中心とした東西のベ

ルト地帯があの辺に集落をつくっていくというのが大きな意味のコンパクトシティの一

つの核になるであろう。一般概念としては歩いて行ける範囲がコンパクトシティですと

いう。歩いて行ける範囲は何キロメートルまで、何分で歩いて行けるかというのが一つ

の核になると思いますが、私はそういう意味では国道６号線を中心としたベルト地帯の

コンパクトシティを、あとは南北にどこどこに核をつくるかという問題になってくるだ

ろう。その辺につきまして、以上５点についてコンパクトシティについての考え方を、

基本的にはコンパクトシティに私も賛成でございます。ただ、そのやり方といいますか

それをどうするかということでの確認をちょっとさせていただくということで質問。 

      ２番目は集団移転指定地でございますが、今現在３候補地といいますか３点が候補地

に挙がっておりますが、１点目としましては当初役場南、南西部を含めた４か所の予定

であったというのが３か所になった。この辺の経緯も質問させていただく。 

      ２番目は５０戸、集団移転５０戸でないとだめです。単純に法的には５件以上はいい

ということになっておりますし、神戸の大震災の時には１０件だったのが新潟県沖地震

で、神戸の都市と違って農村部を含めているということで農村の農業やらいろいろな産

業を考えて５件からを柔軟に対忚して国も５件からいいですということになった。我が

町では５０戸でなければいかんということになっておりますが、その根拠と３０戸、あ

るいは２０戸でも、５件、１０件ということのつもりはございませんが、２０件、３０

件ぐらいでなぜだめなのかということを再度確認させていただく。 

      それから３番目、５０件以上でないと商店街もできませんというお話がありますが、

現在で２００戸になっている団地も結構あります、何か所かありますが、そこに一体ど

うなっているのか。当初は確かに商店街もありましたけれども、今はもう尐なくという

か完全にやめてしまう。商売が成り立たない。いわゆる２００件でも成り立たない、５

０件で商売が成り立つのかということも含めて現状と問題点。 

      それから４番目にしまして宮城病院地区に９０戸の根拠、９０戸を。これはこれで結

構だと思うんです。反対するつもりはありませんが、社会老人福祉、そういったものを

持ってくるというのであれば、もうちょっと機能も含めて持ってくることも考えられる

のかも含めて宮城病院地区についての質問。特に、あの地区についてはちょっといろい

ろな問題があるのではないかというふうに言われております。私もいろいろなもと宮城

病院に勤めておられた方からもいろいろな話も聞いておりますが、そういった今後には

らむ問題はないのかどうか。 

      そして、国道を中心とした宮城病院の道路の西側だけではなく、東側にも公営住宅を

笠野あたりからも希望が出ておりますが、その辺も含めた広域的なものを含めたあの辺

も防災集団移転地として認めてはどうかという意味も含めて質問。 
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      そして５番目には、住宅地と住まいと農地といいますか漁業というか仕事場、これは

近接、これはどの学者さんもどの研究機関、どのレポートなどを見てもほとんどこの点

は指摘されております。有識者会議でも出ておりますが、あるいは国土交通省の指導に

もこういったものも出ておりますが、我が町ではもうちょっとその辺に配慮することも

必要ではないかということで５番目の質問をさせていただく。 

      大きな大綱の３番目になりますが、１番、２番を踏まえて最終的な私のきょう本来質

問させていただきたい、回答いただきたい最終的な部分のところでございますが、有識

者会議の意見の反映と笠野・磯地区の現在いろいろ要望が出ているようでございますが、

この地区に対する検討、ぜひともこの辺の要望を聞き入れて検討していただきたいとい

うことで、大綱としてこの問題を取り上げました。 

      ⑴有識者会議での集団移転に関する意見やアドバイスはどう反映されているのか。 

      それから２番目、当初計画にあった役場南の地区が要望その他がないということで取

り消しになった。要望のあるところの取り入れということが、その逆であってもいいの

ではないかという観点から、その辺のなぜ笠野、あるいは磯地区で要望しているのがだ

めなのか。ここに追加して前と同じ条件で、前とよその集団移転防災地区と同じ条件で

なぜ認めていただけない。この辺についての質問をさせていただく。 

      ３番目になりますが、先ほども申し上げましたが、農業や漁業従事者は作業場に尐し

でも近いところで住まいを設けたいというのが実情だろうと思うし、決してわがままを

言っているのではないと思います。何とかその地区に住んでおられる方の心からの叫び

をぜひとも聞き入れていただいて、検討いただきたいということで３番目の質問とさせ

ていただく。 

      ４番目、最後になりますが、なかなか自分たちの思いがいかなければ私らは亘理とか

近隣に行きますという人も結構いる、脅かしではなく本音だろうと思います。尐なくと

も、山元町に長年住んでおられて、歴史と文化を形成してこられている方々を何として

もこの場で頑張っていただく。さらに加えて若い人も住みよい町として戻っていただく

というためにも、ぜひとも住民の要望、こういった強い要望に極力忚えていくという姿

勢をぜひとも締めていただきたいということで第１回目の質問としまして、大綱３件、

要望の１０要件を質問とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。 

      岩佐哲也議員のご質問にお答えをいたします。 

      大綱第１、コンパクトシティについての１点目、コンパクトシティの一般概念と我が

町の目指すコンパクトシティとの違いについてでございますが、コンパクトシティの一

般概念といたしまして市街地に都市機能を集約することにより、公共公益施設等の効率

的な整備にあわせ維持管理費が抑制されるだけでなく、中心市街地が活性し、利便性の

高い住みやすいまちになるとされております。我が町が目指すコンパクトシティも目指

すところは同じでございます。人口の減尐と尐子高齢化が高く、震災によりその傾向に

拍車がかかった我が町こそ、率先してコンパクトで便利なまちづくりを行い、一度転出

された方が戻ったり、あるいは新たな町民も迎えられるようなそんなまちづくりが必要

であると考えております。 

      次に２点目、我が町の目指すコンパクトシティの目的とその理由についてでございま
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すが、目的の一つは魅力のあるまちづくりでございます。山元町は震災前から人口減尐、

尐子高齢化が進んでおり、その背景としては若者が町から離れていっているということ

がありました。コンパクトシティを目指すことにより、町に核ができることで商店や公

共施設の集積、手ごろな賃貸物件の立地等が図られ、若者が住みたくなるような住環境

を実現できるとともに、その恩恵は町の周辺部にも及ぶこととなります。また、歩いて

行ける範囲に主要施設が集積したまちは高齢者にも優しいまちと言えます。 

      もう一つの目的は、行政コストの削減でございます。人口減尐が進み、町の財政規模

も縮小していく中で、これまでのような分散した集落では町の均衡ある発展が難しくな

る。ある程度、都市機能が集約することで尐ない予算でより効果的なまちづくりが可能

となるというふうなことでございます。 

      次に３点目、将来の行政コストの低減策と税収維持、減収対策でございますが、先ほ

ど申し上げましたとおり、コンパクトなまちづくりにすることで広域でのインフラ管理

が尐なくなるなど行政コストの低減が図られることになります。また一方で、税収確保

対策ですが、津波被害の大きい沿岸部では住宅がなくなっていることから固定資産税収

入が大きく減ることになります。対策といたしましては、住宅を失った方の迅速な再建

を支援するとともに、沿岸部への新たな産業の誘致等を進め、土地利用の活性化を図っ

てまいります。また、魅力あるまちづくりにより町民の転出を抑制し、新たな住民の定

住化などの対策も進めてまいりたいと思います。 

      次に４点目、コンパクトシティの場所についてですが、核となる新市街地は町内で３

か所でございます。一つ目は現在の山下駅より１キロメートル西方の県道山下停車場線

南方に位置する新山下駅周辺地区、二つ目は国道６号沿いにあります宮城病院敷地の北

方に位置する宮城病院周辺地区、そして三つ目は現在の坂元駅より１キロメートル西方

で国道６号沿いに位置する新坂元駅周辺地区でございます。現市街地との関連について

でございますが、新山下駅周辺地区、新坂元駅周辺地区につきましては、防災の拠点機

能を持った新市街地が既存市街地と一体となるように配置をし、新市街地整備による利

便性を既存市街地の住民も享受できるよう配慮しているところでございます。また宮城

病院周辺地区につきましては、宮城病院を核とし医療や福祉関連施設を集積し、医療福

祉拠点の市街地形成を目指すものでございます。 

      次に５点目、国道６号、東西４キロメートルのベルト地帯までの範囲の拡大について

でございますが、町では集団移転先の候補地を選定する際に幾つかのフィルターにかけ

てございます。例えば法規制、土地利用、地域資源、地形、インフラ、交通等の諸条件

により候補地を絞り込みまして検討をしてきたということでございます。この中の交通

条件としては、骨格交通網である国道６号へのアクセスの容易性、近接性を考慮いたし

まして、国道６号を軸に東西１キロメートルずつ、計２キロメートルの範囲とし、その

中で市街地を形成するために必要な一団のまとまりのある規模とされる２０ヘクタール

以上の土地を選び出しまして、さらには既存市街地との一体性、ＪＲの予定ルートも考

慮し候補地の抽出を行ったところでございます。 

      ご質問の東西４キロメートルの範囲のベルトでは骨格交通である国道６号へのアクセ

スが低下するばかりではなく、拡散独立した町となってしまう可能性がありますので、

範囲拡大は難しいと考えております。 

      次に大綱第２、集団移転ステージについての１点目、集団移転先を４か所から３か所
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に変更した理由について回答いたします。当初、移転先住宅団地として新山下駅周辺地

区、現在は宮城病院周辺地区と呼んでおります医療福祉地区、そして新坂元駅周辺地区

の３か所を予定しており、新山下駅周辺地区の中には新駅周辺と役場周辺の２か所を選

定していたところでございます。復興計画策定時点では、被災された方々のほとんどが

移転し、収容できる規模の開発が必要と想定していたため国道、ＪＲの予定ルート周辺

の開発可能な場所を選定した経緯がございます。しかし、被災された方々の意向確認を

進めた結果、必要とされる開発宅地が当初想定を下回り、現在では新山下駅周辺地区の

うち、新駅周辺のみで十分対忚可能と判断されますことから、まず新駅周辺について優

先的に市街地整備を進めることとし、新駅周辺で宅地が不足する等の状況が発生した際

には開設エリアを広げる方針としております。 

      次に２点目、集団移転の５０戸の基準についてですが、都市計画法では市街化調整区

域における開発許可の基準といたしまして市街化区域と隣接しまたは近接し、おおむね

５０戸以上の建築物が連担している区域について許可するとしております。この趣旨は、

５０戸以上の連担性がない開発を容認いたしますと新たな公共投資の必要性が生じるこ

と、そしてまた市街地の無秩序な拡大となるスプロールが生じることなどの理由から開

発を抑制しているものでございます。山元町におきましては、この市街化調整区域の設

定をしておりませんので、この基準が必ずしも適用されるものではありませんが、良質

な市街地の形成、行政コストの削減、あるいは持続可能なコミュニティの形成などとい

った復興計画の方針から開発の基準を５０戸以上と設定いたしたところでございます。 

      次に３点目、町内の２００戸以上の住宅団地の状況についてですが、町内にはご案内

のように太陽ニュータウンや作田山団地など２００戸以上規模の住宅団地が幾つか存在

いたします。その中で、作田山団地につきましては昭和４８年に造成されまして、現在

は１４９戸の住宅があり、住民の数はここ５年間、４５０人前後で推移をしております。

太陽ニュータウンにつきましては昭和４９年に分譲を開始されまして、現在は２０１戸

の住宅がございまして、ここ５年間で７０人ほど減尐し５６５人となってございます。

このように２００戸規模の住宅団地でも人口減尐が進んでいるところがあり、小規模の

団地をつくった場合、人口の減尐により近い将来住宅団地の維持が難しくなると考えら

れます。町が新しく造成する３団地については、人口がある程度維持できるような魅力

あるまちづくりを図ってまいりたいと思います。 

      次に４点目、宮城病院地区９０戸の根拠についてですが、これは２月に実施いたしま

した意向調査に基づくものでございます。意向調査の内訳としては、戸建て住宅１８戸、

災害公営住宅６５戸でありましたが、現在は７月に実施いたしました最終意向調査を踏

まえて規模を精査しているところであり、現段階では約１１０戸程度を見込んでおりま

す。また、地域内の問題でございますが、現在実施しているボーリング等の調査の中で

古い建物等の木くず等の一部が確認されましたが、これらについては地権者と協議の上、

適正な処理がなされるよう対忚してまいります。なお、有害物質などの土壌汚染につい

ては問題ないとの結果が出ております。 

      半径２キロメートル圏内ではどうかとのことでございますが、集団移転の移転先につ

いてはコンパクトシティの理念に基づきまして既存の町との連担、一体性や拠点との接

続を考慮して決定したものであります。その範囲を広げることは、拡散したまちづくり

となりかねない懸念がございます。宮城病院周辺は震災復興計画の中で医療福祉ゾーン
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と位置づけ、充実した医療福祉体制の構築を進めているところでありますので、コンパ

クトなまちづくりにご理解いただきますようお願いいたします。 

      次に５点目、住宅地と職業、職場との関連についてですが、今回の集団移転では農地

については移転させず、現在での復旧を原則としております。住宅の移転に伴い農家の

方で住まいのそばに農地を所有していた方は車で５分程度の通勤農業の形になると考え

られます。これは漁業者の場合も同様でございます。確かに仕事に関しましては不便に

なる部分も出てまいるわけでございますが、それ以上に安全性の確保とあわせまして良

好な住環境が整備され、そこに住む人が利便性なり快適性を享受できると思っておりま

す。なお、農業従事者や漁業従事者のより働きやすい環境づくりのため、共同の倉庫を

整備するなどの事業もあわせて実施してまいりたいと考えておりますのでご理解願いま

す。 

      次に大綱第３、有識者会議の意見の反映と笠野・磯地区の要望についての１点目、有

識者会議の意見の反映についてですが、震災復興有識者会議については平成２３年６月

から８月にかけて、計３回行われたところであります。会議には７名の委員にご参加い

ただき、本町の震災復興につきまして貴重なご意見をいただいたところでございます。

その中で、集団移転に関するご意見ですが、移転先の候補地選定に関しては津波、浸水

深など客観的な指標で候補地を絞り込んでいった点、既存の山下や坂元の集落への連担

性を考慮している点、ＪＲを中心にした市街地の方向性が明確な点などにおいて、おお

むねよい評価をいただいたところでございます。一方で、委員の１人からは農業者の就

業環境へ配慮した意見についても検討されたいとのご意見もありました。 

      実際に農業者から自分の農地から近いところへ移転したいとのご要望があることも承

知しております。町といたしましてはこのような要望に配慮しつつ、復興のまちづくり

の方向性から大きく逸脱しないよう検討した結果、５０戸以上の集団形成が見込まれる

場合に住民が要望する集団移転の宅地開発を検討することとし、協議を重ねてまいりま

した。現在のところ、５０戸以上の集落形成が確実となったものはありませんが、磯区

及び笠野区の住民の方とはこの件に関し協議を継続しているところでございます。 

      次に２点目、役場周辺地区の開発を取り消し、笠野・磯地区の開発をしてはどうかと

のご質問についてですが、先ほども申し上げましたが、役場周辺地区の開発につきまし

ては、現在見送っているところでございます。そもそも役場周辺につきましてはコンパ

クトシティの理念に基づき開発候補地を絞ってきたという背景があります。したがいま

して、笠野地区や磯地区からのご要望がある候補地は役場周辺地区と異なったコンセプ

トでの検討が必要であり、同列での検討は難しいと考えております。 

      次に３点目、農業者、漁業者の職場と住居の問題についてですが、先ほど申し上げま

したとおり、磯区や笠野区の住民から働く場所に尐しでも近いところへの移転について

のご要望については承知しております。５０戸以上の住宅の集積が見込める場合に開発

を検討するということで協議を継続しているところでございますのでご理解願いたいと

思います。 

      次に人口流出の防止のため、住民の要望に忚えるべきとのご質問についてですが、山

元町の人口は先月末現在で１万３，９７５人にまで減尐しております。この人口流出を

とどめるためには住民のご要望に対しきめ細かく対忚することは非常に重要と考えてお

ります。町といたしましてはこのようなご要望に最大限の努力を払いつつ、あわせて町
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の復興と魅力あるまちづくりにより町を離れてしまった方を呼び戻すべく全力で復興事

業を推進してまいりたいと思います。 

      以上でございます。 

 ２番（岩佐哲也君） はい。それでは、個々について２回目の質問をさせていただきたいと思い

ます。 

      まず大綱１のコンパクトシティに関してでございますが、今ご説明いただきましたが、

コンパクトシティの一般的な概念ということでいろいろ私も調べてみましたが、日本型

コンパクトシティ１０の原則と具体的な方向性というレポートが国関係の研究機関から

出ておりまして、そういったものも参考にしますと、先ほど町長、執行部の方からご回

答いただいた基本的な線は我が町も大筋にはもちろん違わないわけでございますが、一

つ気になるのは、もともとこのコンパクトシティは中心市街地のシャッター通りといい

ますかそういったものをどう改善解決するのか。郊外型ショッピングセンターなどがで

きましてどんどん郊外型に行って従来の市街地が衰えているとこういう問題を解決する

というのが大きな一つの問題であり、２番目は、例えば青森市の例で見られるとおり、

市街地に住宅が広がると除雪対策などで非常にロスと経費がかかり過ぎるということも

含めて、行政効率を上げるということで何とか市街地に呼び戻そうというようなことが

大きな日本型のコンパクトシティの基本理念だろうと思います。 

      当然、我が町でも尐子高齢化対策、あるいは今回被災を受けましてＪＲが内陸部移転

するということでの交通形態がかわった新市街地、駅を中心とした新市街地というのが

大きな復興のテーマになっておりますから、当然これは我々もそういった方向でのコン

パクトシティはいいと思うんですが、問題は旧市街地、先ほども申しましたが、例えば

七十七さんやら郵便局さんある、あるいは山下の町、あるいは坂元の町、下郷の町、あ

るいは横山地区の商店街、住宅街、第一小学校を中心としました山下小学校、第一小学

校を中心としたああいった現在の市街地があるわけで、そういったものを含めた復旧復

興、再生というものを考えなければならない。加えていうならば、牛橋、それから花釜

で現在の山元駅周辺で残った方々、あの辺の地区もどうするかというのがコンパクトシ

ティ我が町で考えなければならないコンパクトシティだと思うんですが、この旧市街地

との絡みを現在ある市街地との集積地をそれをどうするのかということについては町長、

どんなお考えでございますか。お伺いしたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。コンパクトシティの中で既存市街地との関係というふうなことでござ

いますが、今我が町の現状を見、あるいは将来を見据えたときに全てのものを一挙に解

決するのは非常に難しい状況だろうというふうに思います。そうした中で、まずは三つ

の核をこの機会にぜひ形成をすることによりまして、既存市街地との三つの拠点とのま

ず連担性、一体性というものの中での三つの核をつくる。その核でいろいろ生み出され

る利便性というものをできるだけご指摘の周辺の行政区の方にも及ぼすことができるよ

うなそういう有機的な関係といいますか、そういう状況をつくり出すことがまず先決な

のかなというふうに考えているところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。今お話いただきましたとおりで、それで結構だと思いますし、優先順

位、当然つけないとあれもかれも全部一緒にということにはいかないと思うので、その

辺はよろしくお願いしたい。特に、例えば新山下、現市街地と新市街地と言われている

予定されている新山下駅周辺、これの連担性といいますか連続性というのは特に重点を
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置いてあれしないと現山下の商店街も含めてあの地区がもうシャッター通りの加速にな

るということにならないようにだけ、ひとつ気をつけて。いろいろな意味で町の、個人

ではありません、何人かとお話ししていますと、例えば七十七銀行を例にとっても新市

街地の方に移転してしまうのではないかといったら、それはしようがないでしょうみた

いなことを簡単に言われる。そういう考え方では私は困るんだと思うんです。現在の、

一銀行がどうというのは我々が関与する問題ではありませんが、ただ環境としてはそれ

も含めたあの全体の発展を考えなければ新市街地が発展したって果たして人口、あるい

は果たして人口減尐になるし、果たして利便性というものは確保できたということが町

のためになるのかということになると、必ずしもそうではないと思いますので、その辺

は十分配慮し新市街地、あるいは段階的に将来の展望も含めて示した上で、とりあえず

大至急新市街地はこうするんだという方向性をひとつ、コンパクトシティという考え方

の中で打ち出していって明示していっていただきたいというふうに思います。 

      それから、２２行政区のコンパクトシティの説明の中で、当初先ほど申しました２２

行政区が分散しているんだというお話。確かに、行政区を１０にするのか幾らにするの

かという、単純に５，０００世帯を１０にすれば５００世帯ずつの核をつくってもいい

のではないかという発想もする。そうすると、５００のものをどうその中に機能をつけ

加えるか。その機能、人を集約するだけではなくどういう機能を持たせたまちづくりに

するかというのが非常に重要だと思うので、その辺をはっきり明示しないことには町民

もどこを選んでいいのか、どういったところに行きたいのか。もちろん学校も含めてで

すけれども、学区も含めてですが、そういったものをいち早く例示して、明示していく

ということが大事なのではないかというふうに思います。 

      そこで３番目の行政コストの問題ですが、これはいろいろな意味で集約したほうが行

政コストが、例えば水道、あるいは道路敷設にしても行政コストが低減されるというの

はわかりますが、ただ、だから集約するんだということにはちょっと疑問がある。ある

いはコンパクトシティ、後追いとして後で７月ごろ説明聞きましたけれども、限界集落

になると人口減っていって限界集落の図表を出して……。 

議 長（阿部 均君）質問は簡明にお願いいたします。 

 ２番（岩佐哲也君）そこの部分の集約、５０件でやって集約できるのかという。何件ぐらいを一

つの核として考えておられるかということを確認。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まちづくりの核としての規模というふうな今お尋ねであったかという

ふうに思いますが、これは集団移転の意向調査も踏まえた中での規模というふうなこと

で予定しておりまして、新山下駅周辺については４０ヘクタールの規模というふうなこ

とにしておりますし、あるいは宮城病院周辺につきましては６ヘクタール、新坂元駅周

辺につきましては約１０ヘクタールというふうなそれぞれの開発規模というふうなこと

で進めておるということでございます。 

      そして、それぞれ今回の意向調査、最終意向調査の数字なり必要な要望面積をこれを

基本にいたしまして、加えて集団移転とは関係なく町内からこの機会に移転を希望され

る方、そしてまた今後町外から山元町に戻ってこられる方、定住を希望される方、そう

いう方の受け皿になる一定の面積も確保した規模というふうなことで想定をしていると

ころでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。次に移りますが、核について幾つというのがちょっと今三つというこ
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とであれなんですけれども、この国道６号線東西４キロメートルということで、数字は

４キロメートル書いておりますが、書きましたが、一般にコンパクトシティというのは

歩いて行ける距離、しかも歩いて１時間以内で行ける距離ということは４キロメートル

だというのが一般といいますか日本型ということで提示されておりますが、我が町に照

らしますと４キロメートルとかなりのキロメートル数になりますから、国道６号線を中

心にした、先ほどの回答ですと１キロメートルと言いましたが、私には１キロメートル

は１．５それはそれで結構だと思います。なぜならば、危険区域を除けばもうほとんど

国道から１キロメートル内外で東西行けるという状況ですから、そういう意味では大き

な意味のコンパクトシティの概略の概念の中には入ってくるのではないかということで、

これについては先ほどご説明いただきましたので１キロメートルないしは１．５キロメ

ートルぐらいの範囲でいく分にはコンパクトという大きな意味では、あとは南北にどう

核をつくるかということだろうと思うので、コンパクトシティについては基本的にはそ

んなに大きなあれはないと思うので、ただ、再度確認しますけれども、既存の商店街、

住宅街との連担性を重視したコンパクトシティということの構築にぜひとも配慮してい

ただきたいということを申し上げて２番目の方の集団移転指定地域の問題に移ります。 

      当初、役場西ということで４か所という今でも地図が張ってあります、どこかに。４

か所は要望がなくてやめたという先ほどの話でしたが、それでは逆に当初はなかったけ

れども要望ある磯やら笠野地区を取り入れて検討してもいいのではないかと思いますが、

その辺はどう思われますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町が考えている三つの市街地以外にもぜひ検討すべきではないかとい

うふうなことでございますが、先ほどもお答え申し上げましたとおり、その後、ご要望

のございます笠野・磯地区の皆さまとの話し合いは継続させていただいておるところで

ございますので、そういう中でぎりぎりの検討を進めさせていただければというふうに

考えているところでございます。復興計画の中での基本的な方針、これの方針も大事に

しつつ、そしてまた住民の皆さまのご意向というのをどういう形で最終的に整理できる

ものなのか、その辺も真摯に受け止めながらこの問題に当たっていく必要があるのでは

ないかというふうに考えているところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。ただいまの町長の答弁は磯・笠野地区のことも十分これから検討する

というふうに回答があったと思うんですが、確認でそういうふうに受けとってよろしい

のでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的にはそういうことでご理解をいただきたいというふうに思いま

すが、復興計画の基本方針でうたっている、今進めている三つの地区、これを先行して

進めているという実態がございますので、いろいろ検討していく場合におきましても必

ずしも時間軸の関係なり、あるいは整備の諸条件の関係で全てが同じレベルでの検討が

できるかということなどは難しい側面もあるわけでございますので、その辺もご理解い

ただく中でどういうふうなさらなる検討ができるのか、進めてまいりたいというふうに

思います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。両地区を極力意に沿うようにといいますか、検討を加えるというふう

に回答をいただいたと解釈しまして、ただし、時間軸とかで尐し時間ずれるかもしれな

いというようなお話があったというふうに。そこで、例えば用地が認可になったとした

場合に、建設の問題があると思いますが、きのうの新聞その他にも出ておりますが、他
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の市町村では、仙台市を中心としまして民設公営住宅という制度、公設公営住宅ではな

く。なぜかというとスピードを上げてやるためには民設公営で、民間が建てたものを買

い上げて町のものとして住民に提供するという、仙台では３，０００戸のうち１，７０

０戸ぐらい、東松島も大分半分以上はということで、とにかくスピードを大事にして住

民の要望に忚えるという方策をとっておりますが、時間軸ということを今町長からお話

をいただきましたが、そういう問題もあろうかと思いますが、やることが決まれば対策

はいろいろ出てくるし、民間でも協力している人が全部出てくると思うので、ぜひとも

笠野地区、あるいは磯地区、いろいろ問題あろうかと思いますが、大至急詰めていただ

いてそれを住民の要望に忚えるような方向に持っていっていただくようよろしくお願い

したいと思います。 

      それがご承認いただくということであれば、以下の問題は余り細かくて私申し上げる

必要はなくなってまいりましたし、質疑する必要はありませんが、最後に、最後といい

ますか３番目通告していますので３番目の大綱の３をお尋ねします。 

      有識者会議での集団移転に関するアドバイスはどうかということで、先ほどちょっと

お話ありましたが、１人の先生の意見として農地とあれは隣接すべきだということでち

ょっと気になったのは１人の方がそうおっしゃっていたということですが、私見たのに

は２人、３人、何人か普通あります、間違いなく。拾ってはまいりました。吉川先生、

広田先生という方もおっしゃっていますが、これは１人というところに私気になって、

言葉尻をつかまえるわけではありませんが、共通認識、先生方の共通認識として捉えて

もいいのではないかという指摘がありますので、この辺は再度、これは町長ではなく事

務方の問題だと思うので答弁帰ってからあれだと思うんですが、有識者会議のみならず

職住近接というのは大きな願いでありますので、ぜひとも職住近接を取り入れてやって

いただきたいと思う。 

      最後になりますが、一つ提案といいますか町長に大義名分といいますか、大義名分の

一つの提案がありますが、実は２４年６月、ことしの６月に被災者自治体向けというこ

とで国土交通省都市局及び住宅局からこういう東日本大震災の被災地における復興まち

づくりの進め方、合意形成のガイダンスという指導書が出ています。私もちょっと民間

ではありますが手に入れまして、３度、３４ページにわたるものでありますが、これを

再三再四読んでいます。この中に大きくキーワード、二つ基本理念というのが二つ入っ

ています。これは一つは何か。これは言うまでもなく、ちょっと読んでみます。集団形

成移転は被災者にこれまでの生活の場からの転出を求めるものであり、市街地の面積等

を含めて被災者の資産の形成に関係するものですから、これらは十分に住民との話し合

いを尊重して合意形成を図るべきだ。首長やこれらに準ずる行政責任者はみずから被災

者と協議の場に臨み、被災地の復興に対する被災者の理解と協力を得た上で計画をつく

って実行しなさい、すべきだということが初めに、各ページ随所にこれが入っておりま

す。 

      それともう一つ、だから住民とよく住民の意見を聞いて計画を立案してください、実

行してくださいというのが一つ。もう一つ、当然ではありますが、これも随所に各ステ

ップを進めていく防災集団まちづくり計画を作成して被災者と協議をするということが

ありますが、終わりの方に入ってきますとまちづくり協議会を案を十分住民に対して修

正を加えるということ。さらにステップ最後にも再度修正を繰り返してまちづくりを 
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      いわゆる、当初に計画を立てたからそれをどこまでも突っ走るんだということならそ

れはそれで結構でございますが、住民の意向、時間とともにいろいろなこともかわるこ

ともあるし、町の事情もかわるし、これはいろいろな事情がありますので、最初のもの

が悪いとかいいとかいう問題ではなく、常に現時点で現在進行形の最新版で住民の意向

をよく酌んで協議をして修正を加えなさいということがこのガイダンスに書いて、指導

書に書いてある。これに基づいて町長の判断をしていただいて、結論として磯地区、あ

るいは笠野地区での要望出ているものをぜひ住民のあれに忚えるといいますか計画を修

正してでも要望に忚えるような計画を実施計画にしていただきたいということでお願い

したいということを最後に町長のご所見をお伺いをして私の質問とさせていただきます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。復興計画の基本的な方針なり方向性と、その後、時間が経過する、状

況がかわる中でのまちづくりの対忚のあり方というふうなお尋ねでございましたが、確

かに議員おっしゃるように、復興計画自体は非常に短期間の中で大変なボリュームの忚

急対策なりに対忚しなければならない中で、住民の方も町も制約された中で復興計画を

まとめざるを得なかったという厳しい、苦しい情況がございました。あすで１年半にな

るわけでございますが、そういう中で住民の皆さまも町も、尐しずつ落ち着きを取り戻

しつつある、業務の方も一定の形での推進が可能な状況になりつつあるというような状

況もありますので、そういう中で今までの短時間での策定をせざるを得なかった部分、

今後個別具体の諸事業を進める中では極力、私を含めて町の職員、そしてまた議員の皆

さん、そして町民の皆様と真摯な意見の交換を、あるいは議論を重ねる中で町全体とし

ていい形での意見の集約をしてまいることが大切なのだというふうに考えているところ

でございます。 

      具体的には、（仮称）まちづくり協議会なども間もなく立ち上げるための説明会なども

予定しておりますので、そういう機会なども踏まえてこれからのまちづくりに意を尽く

してまいりたいというふうに考えております。 

 ２番（岩佐哲也君）はい。以上、よろしく実施に移していただきますことをお願いしまして、私

の質問を終わります。 

議 長（阿部 均君）２番岩佐哲也君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１１時１５分といたします。 

午前１１時０３分 休 憩 

                                             

午前１１時１５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の質問を許します。佐山富崇君、登壇願います。 

１２番（佐山富崇君）はい。１２番佐山富崇です。 

      平成２４年第３回定例会９月議会一般質問をいたします。 

      あの昨年３月１１日の忌まわしい大震災から１年半、本町の復旧復興事業の中から１

件目、新市街地内への移転計画について。２件目、排水対策について。３件目、防潮林

（防災緑地）事業について。以上、３件にわたり質問をいたします。 

      まず１件目から伺います。新市街地への移転計画でありますが、住民への最終意向調



- 14 - 

査確認の結果を受けて、中身を早急に精査検討するとしておりました町当局としては、

それらの内容について、以下の４点についてお伺いをいたします。 

      一つ、町内外に自力再建をしたいとした住民が４割にも達したことをどう考えている

か。 

      二つ、町が３か所に整備する新市街地内への移転を希望が５割に達しなかったという

ことはどう考えられるのか。 

      三つ、検討の結果、どのような計画の練り直しが出てくるのか。 

      四つ、３か所以外の町内への移転にも支援が必要であると私は思うのでありますが、

どう考えるか。 

      ２件目に入ります。我が町の排水対策についてであります。我が町の排水については

抜本的な見直しを行い万全を期したいと前々の議会に私が一般質問にいたしましたとこ

ろ町長の答弁であります。抜本的な見直しを行い万全を期すとこういうことであります。

以下について、詳細について伺いたいと思います。 

      排水系統の変更も行う、見直しを図るというようなご答弁もありました。排水系統の

変更はどこを指して言っているのかをまず具体的に伺います。それから、排水機場増強

ということもご答弁にありました。どこの機場でどの程度の増強になるのか。それから

三つ、何をもって万全とするのか、この三つであります。 

      ３件目に入ります。防潮林、防災緑地の再生についてであります。当初の計画に変更

はないのか。どこまで構想は進んでいるのかという点であります。次の３点について伺

います。 

      検討はしているのか。その検討はどこまでいったのかということであります。 

      二つ、１０メートル、あるいは７メートルの盛り土、これはその緑地の中に１０メー

トルの高さ、あるいは７メートルの高さ等々くし型のようにつくるんだという説明がご

ざいました。どの程度の土量が必要なんだ。その土を運ぶためには何個１０メートルつ

くるか。７メートルの高さの山は何個つくるか。この辺のところを伺いたい。そして、

その土量計算どうなっているんだということを伺いたいのであります。 

      ３点目は、苗です、種苗。種苗はどうするんだ。どのように検討しているか。どうい

う計画でやっているんだ。どこかにもう発注したのか、あるいは苗をつくってくれとい

うようなその辺はどうなっているか。以上、３件の１０点につきまして質問をいたしま

す。私も具体的に伺ったつもりでありますので、答弁も具体的にご答弁いただきたい。

具体的でなければ何度でも質問をいたします。以上で第１回目の質問といたします。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。佐山富崇議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、新市街地の移転計画についてのご質問の１点目、町内外への自力再建につ

いてですが、７月に行いました集団移転等に係る最終意向確認調査の結果につきまして

は、９月７日現在で調査対象２，６２９件のうち回収２，０１４件、回収率は７７パー

セントとなっております。再建方法の内訳ですが、町の整備する住宅団地へ移転するが

３４１件、災害公営住宅が５１０件、単独移転が７８７件、現地再建が３５８件となっ

ております。さらに、単独移転のうち町内への移転は１７７件、町外移転は４７８件と

なっております。 

      町内外への移転者につきましては町が造成する住宅団地の整備を待てない方と考えて
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おります。現在のスケジュールでは、町が造成する住宅団地の分譲は２年から３年程度

かかると見込んでおります。被災世帯には仕事や学校への通勤通学などさまざまな事情

があり、どうしても町の造成を待てない方もおります。また、ＪＲ常磐線の復旧が用地

買収後３年かかることも原因の一つといえるかと思います。町といたしましても工期の

短縮となるよう最大限の協力をしていく所存ではありますが、通勤や通学の支障を考え

ますと町外への転出を選択することもやむを得ない部分もあると考えております。 

      次に２点目、町が整備する３か所の住宅団地への移転が５割に達しなかった点につい

てでございますが、ことし１月から２月にかけて行った意向調査では、住宅団地及び災

害公営住宅団地への移転希望者の合計が７７５件だったのに対し、今回の調査では３段

地の希望者の合計が８５１件とふえております。これはまちづくりの計画や土地の買い

上げ価格、あるいは移転の際の支援策などを以前よりも詳細にお示ししたことから、再

建への道筋がより具体的に見えてきたことにより新市街地を選択する方がふえたものと

考えております。町の造成する団地を選択しなかった方が多数いるのは残念ではありま

すが、より魅力的な町となるよう努力していく所存でございます。 

      次に、検討結果の計画への反映についてお答えいたします。最終意向確認の精査を続

けている状況ではありますが、現状での各新市街地への移転希望戸数は新山下駅周辺地

区では戸建て２２７戸、災害公営住宅３４５戸の合計５７２戸、宮城病院周辺地区では

戸建て４６戸、災害公営住宅の合計１１６戸、そして新坂元駅周辺地区では戸建てが４

８戸、災害公営住宅が７５戸の合計１２３戸となっております。この結果をもとに、新

市街地の街区形成や公共公益施設配置を検討して、区域の微修正を行いたいと考えてお

ります。 

      次に４点目、３団地以外の町内移転に対する支援策についてですが、現在町独自の移

転の支援策としては住宅再建の際に土地取得及び住宅建築の費用の一部として１５０万

円を補助する支援策を示しておりますが、これは震災復興計画の方向性である快適で便

利な市街地の形成を促進することを目的に３団地に移転する場合に対象を限定しており

ます。しかしながら、先ほど申しましたようにさまざまな家庭の事情があり、町の住宅

団地の造成を待てず独自に移転する方の数も尐なくなく、議員のご指摘のようにこのよ

うな世帯への支援の要望の声についても聞き及んでおります。 

      町としては既に決定している１５０万円の再建補助金については、３団地の市街地形

成の誘導を目的としており、拡充は難しいと考えております。しかし、移転により再建

を図る世帯については現実には大変厳しい状況にあることも理解しております。財政状

況が大変厳しい折ではありますが、別の形で何らかの支援策を生み出せるよう、さらに

検討してまいる所存でございます。 

      次に大綱第２、我が町の排水対策についてですが、本件につきましては平成２０年第

１回山元町議会定例会におきましても議員からご質問をいただき、その中で山下地区の

抜本的な排水対策といたしましてたけだや魚店の北側を東に流下し、梅香園の北側を流

れる旧山寺川、通称前川というふうなここを海まで持っていかなければならないという

ことについて提言をいただいたところであります。 

      町では、現在委託調査によりまして排水対策について検討を行っているところでござ

いますが、土地利用形態の変更により排水の流出機構に変化が生じることから、町全域

の土地利用形態の確定を行う必要があります。具体的には、新市街地計画、イチゴ団地
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計画、大規模圃場整備計画、防災緑地計画における土地利用計画をそれぞれ確定する必

要があります。今後、その土地利用計画に基づき排水解析を行うことになりますが、そ

の結果により必要に忚じて排水系統の変更、あるいは排水機場の増強などの具体的な検

討が必要になると考えております。また、現在町内全域の現地調査を行っていますが、

ＪＲを横断する暗渠断面が小さかったり、基幹排水施設につながる小排水路の断面が小

さいなどの状況も見られますことから、これらの対象の検討も含め万全の排水対策を講

じられるよう努めてまいります。 

      なお、ＪＲを横断する暗渠断面というのは、今回被災した現在のＪＲの関係というふ

うなことでご理解いただきたいというふうに思います。そして、これらの検討によりま

して排水計画の確定を行いますが、計画策定の時期といたしましては平成２５年３月を

予定しております。現段階での進捗状況でございますが、震災前の河川や排水路等に関

する計画書や工事資料の収集及び被災後の災害復旧工事の復旧計画、さらに町内全域の

現地調査等を行っているところでございます。 

      次に大綱第３、防潮林、防災緑地の再生についての１点目、検討状況についてですが、

防潮林の再生につきましては国有、県有、町有を含め一括して林野庁が実施することと

なっており、今年度から工事を開始し、平成３２年度の予定と聞いております。町とい

たしましては林野庁の復旧計画と連携した基盤整備ができないか検討しているところで

ございます。また、先般防災緑地整備事業に係る全体計画策定業務委託を発注し、検討

を始めたところでございまして、今年度内に整備概要の一定の方向性を出すことを目標

としております。 

      次に２点目、１０メートル、あるいは７メートルの盛り土の土量計算についてお答え

いたします。今後防災緑地整備事業に係る全体計画策定業務の中で築山の定量的効果を

検証し、規模配置について決めてまいりたいと考えております。なお、震災復興計画の

事業に当たっては減災の定量的効果について説明が必要であり、復興まちづくり計画図

に記載しております全ての事業化が約束されているものではありません。なお、その辺

についてはご理解いただきたいと思います。 

      次に３点目、防潮林の苗木についてお答えいたします。まず樹種につきましては国土

交通省都市局公園緑地景観課が公表した東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に

関する技術指針に基づいて、計画地に適し、かつ津波エネルギーの減衰効果が高いもの

を選定することとしております。具体的には松を基本としながらも広葉樹と混合林とし

て津波エネルギーを減衰するとともに、景観や生物多様性に配慮した植栽が提唱されて

おり、クロマツ、ハマナスなどが推奨されております。植樹する苗木は、樹種にもより

ますが、おおむね２年から３年ほどのものが一般的でありますことから、本格的な工事

の時期を迎える前に国、県とも調整し、円滑な事業推進に努めてまいりたいと存じます。

以上でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。まず答弁漏れがあったのでそれを議長から指摘していただきたいと思

います。 

      ２件目の何をもって万全とするのかということについては何らお答えがありませんで

したので、まずそれをお伺いします。 

議 長（阿部 均君）ただいま町長、何をもって万全とするのかの答弁が抜けているという指摘が

ございましたので、町長から再度答弁をお願いいたします。登壇願います。 
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町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど問２の我が町の排水対策についての中で、ＪＲの関係にちょっ

と触れさせていただいたところでございますが、再度説明させていただきます。まだ現

在、町内全域の現地調査を行っていますが、ＪＲを横断する管渠断面が小さかったり基

幹排水施設につながる小排水路の断面が小さいなどの状況が見られますことから、これ

らの解消も含め万全の排水対策を講じられるよう努めてまいりますというようなことで

のご答弁を申し上げたところでございます。ご理解いただきたいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい。それでは、１件目から順次、２回目の質問とさせていただきたいと思

います。１件目の第１点目、町内外に自力再建をしたいとする住民が４割にも達したと

いうことをどう考えるかとお伺いをいたしました。町長のご答弁は、待てないからでし

ょうというようなご答弁でありました。もちろん、そうだと思います。当然それも含ま

れることではあります。私はそれよりもきめ細かなと同僚議員にも先ほどご答弁になっ

たようでありますが、きめ細かでないからではないかと。例えば法では５戸以上が移転

と認められているのに、５０戸以上。あるいは３か所以外は支援もしないというような

態度が町内外、あるいは町の外に出たいという声になったのではないかと思うんですが、

町長のご答弁をお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほど申し上げましたように、それぞれのご家庭のご事情、あ

るいはお考えが基本的にあるわけでございますので、それに付随して足の問題というふ

うなことでそれに加えてのそれぞれの思い、判断がそこには働いているのだろうという

ふうに思います。もちろん、先ほども岩佐議員にお答えさせていただきましたとおり、

町としてのまちづくりの方向性なりそれに対する一定の時間を要するというふうなこと

などもありますし、大きなまちづくりとその後のタイミングでの個別具体の事業の推進

とこのような状況なども総合的に判断されての皆さんのひとつの意思表示だというふう

に理解しているところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。あくまでも待てないからということで町長はお考えだというこ

とでよろしいかどうか、改めてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。あくまでも待てないというのは、ですからいろいろそれぞれの家庭の

ご都合なりお考えがある部分もありますので、町としてのまちづくりの対忚というふう

なこともあわせて、もちろんあるんだろうというふうに思いますけれども、その辺は総

合的なご理解、受け止めをしていただく中での判断だろうというふうに思っております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。わかりました。そう町長とかわりはないんですが、町長の方は

待てないというふうに力点が置いてある。私はきめ細かな対忚が足りないからだと私は

思うんですが、それは認識の違いもありますのでここでどこまでも追求する必要はない

と私も判断して、この件についてはわかりました。 

      ２点目の、町が３か所に整備する新市街地への移転を希望が５割に達しなかったこと

はどう考えられるかということを質問にしたことに対しましては、いや、春に希望をと

ったときより件数がふえているからそんなことは心配ないという楽観的な見通しという

かお考えのようですが、私はしかも７７５件から８５１件とこうお答えになった。しか

し、その後の説明では新山下駅地区が５７２戸、災害のそれから宮城病院周辺では１１

６戸、新坂元駅周辺では１２３戸、これを足しても８５１件にはならないんですが、こ

の辺の差はどうなっているんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ちょっとデータの確認、担当の課長の方から補足させていただきたい
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というふうに思います。 

震災復興企画課長（鈴木光晴君）はい。新市街地の計画戸数なんですが、再度ちょっと確認をさせ

ていただきたいと思います。９月７日の最終値ということで、戸建ての分が新山下地区

で２２７戸、それから宮城病院周辺で４６戸、新坂元周辺で４８戸というような最終値

というようなことになっています。災害公営住宅につきましては、同じく新山下地区で

３４５戸、宮城病院周辺で７０戸、新坂元地区で７５戸というような数値でございます。

合計いたしまして、戸建て分、災害公営住宅分合わせまして新山下地区では５７２戸、

宮城病院で１１６戸、それから新坂元駅で１２３戸ということで、合計いたしまして８

１１戸というような９月７日現在での最終値というようなことになってございます。以

上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。そうですね。私のこの計算したのでも８１１なんです。だから、町長

の最初ご答弁では８５１件とふえておりますとこういう、８５１件と８１１件の差はど

うなったのかということを私はお伺いしたんですので、改めてお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。担当課長の方からちょっと再度補足させていただきます。 

議 長（阿部 均君）震災復興企画課長鈴木光晴君。答弁、すぐにできなければ休憩といたします

が。 

震災復興企画課長（鈴木光晴君）はい。申しわけございません。先ほどの戸建て住宅、災害公営住

宅の分おのおのに２０戸ずつ無回答の件数が入ってございます。ですので、戸建て住宅

トータルで３２１戸に対しまして無回答の部分が２０戸ございまして３４１戸、それか

ら災害公営住宅分といたしまして４９０戸に対しまして無回答が２０戸ということで５

１０戸、合わせましてトータル８４１戸というような集計内容となってございます。失

礼しました。８１１が８５１戸です。申しわけありません。という内容で回答用紙の方

の記載件数というふうなことになってございます。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。おおむねわかったんですが、ちょっと理解できなかったところ

もあるので改めて。つまりは、無回答のものを２０戸ずつで４０戸ふやしたんだとこう

いうふうに理解していいのかどうかだけ確認いたします。 

震災復興企画課長（鈴木光晴君）はい。内容的にはそのとおりで結構なんですが、回答者に対して

新山下、宮城病院、新坂元といった場所についてのどこの場所を希望するといった部分

の未回答者がおのおの２０名ずついたというようなことでございますので、ご理解の方、

よろしくお願いしたいと思っております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。おのおの２０名ずついたら８７１戸でないの。２０戸ずつふえ

るんだから、おのおの２０名ずつということは。計算合わないんだな。算数の問題だよ、

これは。数学でないよ。私らはもうわからないな、算数でも。計算できない。２０戸ず

つふえると言ったんでしょう、今復興企画課長は。２０戸ずつなら３か所で６０戸でし

ょう。８１１に６０足したら８７１でないのかな。私はそういうふうにしか計算できな

いんですが。 

震災復興企画課長（鈴木光晴君）はい。説明不足でちょっと申しわけございませんでした。おのお

の２０戸と言いましたのは、住宅団地の移転についての未回答者が２０名、それから災

害公営住宅に関する分で未回答だった方が２０名ということで、合わせてそれを３４１

戸、それから５１０戸に計上させていただきまして、回答されていた方が８１１戸に対

しまして災害公営住宅、戸建てで２０戸ずつ未回答者を計上いたしますとトータルとい
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たしまして８５１戸というような数字でございます。よろしくお願いします。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。ようやく頭の悪い私も理解できました。つまり、２０戸ずつと

いうのは３か所の２０戸ずつではなく、公営住宅２０戸、それから住宅建てるという人

の分、住宅団地の分の建てるといった人が２０戸、つまり４０戸だとこういう意味です

ね。はい、失礼しました。私が頭悪うございました。 

      それでは、お伺いします。町長に伺うんですが、先ほどから聞いておりますが、随分

と楽観的な見方をなさっているなと。先ほども言いましたが、ふえたから心配ないんだ

というふうな話であります。私はふえたのではないと。態度がまだはっきりわかりませ

んとした人が移りましょう、そこにというふうになってふえただけで、割合からいった

らふえたのではないと思うんです。パーセンテージからいくと。その辺、町長、どう考

えますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ご指摘のとおりだというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。理解していただけたので安心しました。ふえたのではなく、ま

だ判断がわからないとした人がいたから８００超したんだということです、見方として

は。町長もそういうふうにご指摘のとおりだとおっしゃられたので、この件については

わかりました。 

      では⑶点目、検討の結果、どのような計画の練り直しが出てくるのかということに、

先ほどのご答弁はこの結果をもとに新市街地の街区形成や公共公益施設配置を検討して、

区域の微修正なら小さくという意味だね。私も理解していいんだろうと、私の理解でい

いんだろうと。微修正、美しいではないんですよ。小さい微妙なというかちょっとした

修正を行いたいと考えておりますとこういうことです。町長は先からあの団地にはその

程度の希望者しかないだろうと、３か所には先から思っていたんですか、どうですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど岩佐議員にもお答えしましたとおり、そもそもの受け止め方と

しては多くの町民の皆さんが町内にとどまっていただけることを前提にしていた時期が

あったわけでございますが、その後、先ほど申しましたようなそれぞれの家庭の事情、

あるいは復旧復興に向けたまちづくりの個別具体の取り組みをそれぞれ勘案していただ

く中での方向性が出てきた中で、今回の最終意向調査の結果というふうなことになって

いるわけでございまして、時間の経過する中でそれぞれ判断していただいた結果がこう

いうふうな状況になっているのかなというふうに思っております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。ですから、そういうことであれば微修正で済まないのではない

かと私は申し上げたい。あらかたの人があそこに残ってくれるのではないか、町の方針

に乗って３団地に移ってきてくれるのではないか、そういうふうに思って計画をつくっ

た。それが思ったよりあそこに来ない。それなのに微修正というのはいかがなものかと

私は思う。ご答弁願う。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。当初、１回目の意向調査の結果を踏まえて積み上げてきた開発面積と

いいますか市街地の規模内容というふうなことでございまして、それからの次のステッ

プとしての今回の最終意向調査の結果を踏まえての内容からして、微修正におさまる範

囲内での調整が必要なのかなとそういうふうな考え方でございますので、よろしくお願

いいたします。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。あくまでも微修正にこだわっていらっしゃるんですが、私もこ

だわります。本日の山元町の人口、幾らですか。住民登録された。 
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町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほど岩佐議員にお答え申し上げました数字、１万３，９７５

人というふうなことでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。そうですよね。そうすると、１万４，０００人は切ったわけで

す。来春には１万３，７００人を切るでしょう。１万３，７００人というのは復興計画

がなった時点で人口とこういうふうなお話です。前の議会でも私聞きました。町の人口

が減るのは当初の推測より早いのではないか。そのことについて町長のお考えを聞きま

す。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。人口の推移というふうなことでございますが、これは前にもい

ろいろ町の将来人口の推計についてお話を申し上げてきたとおりでございますが、震災

後に町外へ移転する方々の動き、流れが当初の見立てと必ずしも一致した状況にはない

というふうなことがあるわけでございますが、これについてはあくまでも一定の考え方

に基づく推計というふうなことでございますので、我々としては多尐の推計値の出入り

はあるにしましても、最終的にはもろもろのまちづくりをしっかりと取り組んでいく中

で尐しでも魅力的なまちづくりをする中で、定住人口を尐しでもふやしていく努力もす

る。そしてまた、そういう部分も反映させた人口推計というふうなことにしております

ので、短期間での人口の変動というふうなものについては一定のご理解をぜひお願いを

したいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。町長の今のご答弁、本当に前向きで楽観的なすばらしいご答弁

だなとは思います。ただし、１万３，７００人という数字は議会も含めたほかからの指

摘があって減らした数字です。副町長、あなたはわかっているでしょう。あのときは１

万４，０００何がしかだった。それでこれは多いのではないでしょうかという指摘があ

って、それで１万３，７００になったという経緯がございます。その辺について、どう

考えますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。人口の推計に当たりましては一定の推計手法を用いて推計をしてきた

ところでございますので、基本的には一つの手法をベースにこの問題を捉えていく必要

があるだろうと。そういう中で、今議員ご指摘のとおり、この人口の推計値を議論した

際にもう尐し状況をシビアに見るべきではないかというふうなご指摘もちょうだいいた

しました中で若干の下方修正をさせていただというふうな経緯があるというふうなこと

でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。十分理解しているようなので、ですから、なかなか町長は楽観的、前

向きに捉えていますが、物事を厳しいのだというふうにも捉えてほしいということをご

指摘申し上げたいということであります。 

      最後に、１件目の最後ですよ、全部の最後ではありません。最後の町長の先ほどのご

答弁にありましたが、しかしながら、先ほど申しましたように、さまざまな家庭の事情

があり、町の住宅団地の造成を待てず独自に移転する方の数も尐なくなく、議員のご指

摘のようにこのような世帯の支援の要望の声についても聞き及んでおります。すばらし

い耳ですな。町としては、既に決定している１５０万円の再建補助金については３段地

の市街地形成の誘導を目的としており拡充は難しいと考えている。ここからが大事だ。

しかし、移転により再建を図る世帯については現実には大変厳しい状況にあることも理

解しており、別の形で何らかの支援策を生み出せるよう検討してまいる所存であるとい

うご答弁をいただいているわけであります。 
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      まず、今さっちゃく頭に浮かんでいるその支援策をお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。３地区以外の一定の支援の検討ということにつきましては、従

前からこの場でもいろいろ議員各位からもお話をちょうだいしているところでございま

す。そしてまた、先般の最終意向調査の説明会の場面でもそういうふうな議会の皆さま

のご意向、あるいは町民の皆様方のご意向もあるというふうなことを十分踏まえながら、

この最終意向調査の結果も見せながら支援のあり方を検討してまいりたいというふうに

言ってきたところでございます。最終的には町の人口減尐というふうな大変厳しい状況

もございますし、まちづくりは一定の人口、町民の方がそこにあって初めてそれなりの

まちづくりが可能になるわけでございますので、そういう皆さんを大事にする必要があ

るというふうなのが基本的な認識でございます。 

      そういう中で、町の財政状況も勘案しながら一定の支援を何らかの形で対忚してまい

りたいというのが先ほどの趣旨でございまして、県内の被災自治体の中でもいろいろと

知恵を、工夫をしながら対忚している事例が幾つかございますので、そういう事例を念

頭に置いて対忚してまいりたいというふうに思っております。一例で申し上げますれば、

利子の補給をしているところもございますし、あるいは固定資産税の軽減、借地料の支

援というような感じのものがあったりしますので、そういうふうなものも参考に、でき

るだけ早い機会に結論を出せるように取り組んでまいりたいというふうに思っていると

ころでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。利子の補給とか固定資産の軽減とか出ました。それはわかりま

した。ここで確認しておきたいのは、それらは例えばできる前に例えば独自移転をした、

独自再建をしたという方にもさかのぼって忚援するのかどうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この支援策の拡充の考え方につきましては、あくまでも三つの団地外

で町内での移転というふうなことがもちろん大前提になるわけでございますけれども、

３月１１日を起点としての被災者支援ということが基本になるのかなというふうには考

えております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。町長、わかりやすくお答えいただかないと、私頭悪くて理解で

きないんです。つまりは、さかのぼって支援する、３月１１日の被災した人だったらす

るとこういうことでいいんですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。被災後の方を対象にということを基本に見当をしてまいりたいという

ふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい。１件目の質問を終わりたいと思います。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩とします。再開は１時３０分といたします。 

午後 ０時０７分 休 憩 

                                             

午後 １時３０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の質問を許します。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。それでは、午前に引き続きまして２件目から質問をさせていた

だきます。 
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      排水対策の①で、排水系統の変更はどこを指しているのかということに対しまして、

先ほどの町長の答弁ではたけだや魚店の北側を東に流下し梅香園の北側を流れる旧山寺

川、通称前川からを海まで持っていかなければならないことについての提案をいただい

たところでありますとこういうお答えがあったんですが、提案をいただいたところであ

りますということはここを系統の変更にここを見ているというふうに理解していいのか

どうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。この排水対策の見直し関係でございますが、先ほどお答えいた

しましたように、今委託調査によって排水対策の検討を鋭意進めているというふうなこ

とでございますので、その中でどういうふうなあるべき方向性を見出すべきなのか、そ

この中で最終的に決めていかなければならないというふうな思いでございます。以前に

ご提言いただいた部分のご紹介を含めてこの委託調査の中であるべき形を検討してまい

りたいというふうな思いでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。今の町長のお答えからいうと、まだ委託しただけでどこの流水

系統を検討するとか何かはまだない。委託先で検討するんだとこういうふうに今のお答

えを理解したんですが、私から言わせればそれは当然だと思いますが、まずもってこう

いうことはどうなんだろう。こういうふうに持っていかなければならないのではないか

というそういうふうなことを踏まえながら委託しなければ、委託先をどこにしたかどう

か、これは聞きますが、まず委託先と委託料と時期と、それはこの現場をわかっている

人なのかどうかとか、その辺がまずさっぱり理解できない。私としては、町としてはこ

ういうふうな考えを持っているが、その辺を深く検討してもらいたいとかそういうふう

に出さなければ委託先でなんかわかんないと思う。机でだけだり鉛筆だけではわからな

いと思う。いかに今まで排水で苦労してきたかという町民の声を聞いたり、まったりし

ないと私はわからないと思う。ですから、それを踏まえて委託先にこの辺の検討をして

ほしいんだと、あるいはこの検討をしてほしいと何課目か項目を出してそしてやっても

らわなければわからないと思う。その辺のところ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。排水対策の検討のあり方ということでございますが、ご指摘のとおり、

委託業者任せで事が進む、事が解決するということにはならないだろうというふうに思

います。山下地区の内水対策の課題、あるいは坂元地区であれば谷地川の問題なども含

めまして、あるいはかつての開発が進む前の町の状況なども含めて総合的に問題を共有

する中で今の土木なり河川工学のそういう厚みの中でそれを総合的に勘案してもらって

あるべき排水対策を構築していくべきだろうというふうに思うところでございます。な

お、委託先等の対忚につきましては、担当でございます震災復興整備課長の方からお答

えを申し上げたいというふうに思います。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。排水検討業務の受注者でございますが、株式会社三

祐コンサルタンツ仙台支店でございます。契約金額につきましては５，４０７万５，０

００円、消費税含みでございます。工期に関しましては平成２４年５月１７日から平成

２５年３月１５日までというふうな工期で発注いたしております。先ほども町長のご説

明にもありましたように、３月末をもって皆様方にご報告できるようにこの工期で鋭意

進めている状況でございますので、ご理解を賜りたいとかように思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。今のお話は三祐コンサルタンツ、５，４００万円何がし、これ

は理解できました。それで、３月１５日にはその検討結果を持って町に来るとこういう
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ことでいいんですね。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。計画ではそのようになっております。しかし、状況

に忚じて調査内容等について議員の皆さまにご報告する機会がありましたらご報告した

いとかように考えております。その辺もお含みおきいただきましてご理解を賜りたいと

かように思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。それは最終に出てくる検討結果であって、その前に私どもにお

示しいただけるのはお示しする、示すということに理解していいんですね。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。議員おっしゃるとおりでございます。なお、先ほど

町長の方から排水計画の基本的な考え方についてご質問がございました。町長の回答の

ように、土地の利用形態の変化によりまして流出機構が変化いたします。全町域の利用

形態の確定を行う必要がありますので、新市街地及びその他の宅地計画の確定状況、あ

るいはイチゴ団地等流出形態の変化が考えられる区域の確定の状況、あと大区画圃場整

備の確定の状況、さらには第１種危険区域内の土地利用計画の確定の状況等も含みなが

ら業者の方に指導しております。なお、産業振興課の方からも事前に説明があったと思

いますが、山下地区におきましては大部分の排水路、承水路等においては国や県による

災害復旧工事で原形復旧の対象がされる予定でございます。その場所等も資料として提

出をさせていただきながら検討をさせているということをご理解を賜りたいというふう

に思います。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。今説明を受けたので概略わかったというよりは、私が前の議会

で質問したとおりのことだと。まず、例えば今イチゴ団地から何からということで土地

利用の形態がかわってくるだろう。それはよく理解できますし、私も主張してきたとい

うか話ししてきた内容でありますので了解します。 

      改めてお伺いしますが、それによって災害の復興住宅地なり何なり、そこはみな水田

だったんです。それの、つまり水田だったということは自然遊水池だったということで

す。それによっての自然遊水池としての機能はどこに持っていくんだということだけお

伺いしたい。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。計画区域内の排水につきましては、防災調整池等で

調整するということは前回もお答えさせていただきました。その周辺から集まる水、そ

れに対する考え方はどうなのかということのご質問というふうに承ります。それにつき

ましては、周辺の排水路等の断面の検討、あるいは排水の流達時間、要するに流れ込む

時間の検討、それらを含めまして再度断面のあり方について検討をしながら対忚したい

とかように考えております。なお、先ほどの町長の回答の中にもありましたが、旧ＪＲ

を横断いたしております暗渠排水等の断面が非常に小さい暗渠であるということがわか

りましたので、現地調査の結果、その辺の対忚も対忚しながら基幹排水路につながる小

水路の断面の状況も加え、あるいは東西の排水路のあり方も検討しながら、全体的に排

水系統の見直しを考えておるということでご理解を賜りたいとかように思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。大変結構なご答弁でありまして、つまりはあなたはまちづくり

なり何なりの課長もしたね、過去に。そういう意味からいって、大雤降ったときの水害

というか水上がったところを十分理解しているでしょう。改めて理解しているかどうか

お伺いしたい。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。現地等も確認をいたしております。以上です。 
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１２番（佐山富崇君）はい。大変結構であります。そういうお話をいただいた中でお伺いします。

何回も言いますが、県の開発要綱にかかっている遊水池だけでは決して今までの水害あ

ったところはもたない。開発面だけの遊水池ですから。それが逆に開発することによっ

て今まで遊水池になっていたところが埋まるわけですから、土地利用形態がかわるわけ

ですから。それらを含めて抜本的にやると大見得を切ったわけですな。よく理解できま

した。大見得切った限りは後で間違いましたとは言わないように。 

      申し上げます。その中でここに先ほどの町長の答弁にもありました旧ＪＲと言いまし

た。暗渠断面が小さかった。何か所ありました。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変申しわけございません。それに関する資料、手

持ちでございませんのでご回答できません。大変失礼しました。 

１２番（佐山富崇君）はい。箇数は後で行けば資料出てくれば教えていただけるでしょうから、今

ここでとは申しません。暗渠といわれました。どういうふうな形状をしているんですか。

私わからない、そのＪＲの下の暗渠というのは。ＪＲの下は明渠でないの。暗渠なの。

私はわからない。暗渠と言われるからどういう形状していてどういう構造なのかを教え

てください。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変失礼をいたしました。場所によっては横断管渠

もあります。あと、暗渠というのはヒューム管等で横断している箇所等についての説明

でございます。なお、場所によっては出口のないようなものもありましたので、そうい

うふうな表現をさせていただきました。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。私もわからないのでこれを教えていただかないとだめなんです

が、ヒューム管等、あれは土管等はこれは暗渠というんですか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。通称暗渠排水と申します。よろしくご理解をいただ

きたいと思います。 

１２番（佐山富崇君）はい。恥ずかしいですね、私としては。そうですか。ヒューム管とか土管と

かのようなのは暗渠というということですね。よく理解しました。今後注意します。 

      それで、それが先ほどのご答弁では出口がわからないところもあったとか、流れると

ころが見えないところもあったというようなお話がありました。それは今度の津波でな

ったものやら、あるいは前からなってたものやら、その辺はどういうふうに理解してい

るんですか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。その辺も含めまして現地調査を現時点で行っている

最中でございますのでよろしくお願いします。 

１２番（佐山富崇君）はい。そうすると、まだ現地調査中であると、あるいは委託先に現地調査し

なさいと申し伝えたというふうに理解していいんですか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。先ほども説明の中でお話をさせていただきましたが、

災害復旧工事の設計書、あるいは震災前の河川や排水路等に関する計画書や工事仕様書

の収集も含めて同時並行でやっていただいておりますので、その辺の結果が出るのはも

う尐し時間をいただきたいというふうに思います。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。つまりはまだやったというか、結果まだできていない、調査中

である、検討中であるとこういうふうに理解していいんですね。わかりました。そうい

うことであればまたやむを得ないと思います。しっかりやっていただきたいものであり

ます。 
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      排水機場の増強というのはどこの機場でどれほどの増強を考えているのかお伺いしま

す。これは前の質問したときに前の議会で町長が答弁している中です。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。あくまでも排水解析の結果によって見直しが必要に

なる場所、あるいは既存の基幹排水施設を生かすとともに排水機場の増強などというふ

うな総称的な考えのもとで回答させていただいておりますが、例えば今回一番可能性の

あるのは花笠第２排水機場の吐出量の状況などを検討の一つとして今考えております。

以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。わかりました。それでは、これもまだ検討中ということになる

んでしょうが、この排水計画、抜本的にやるのに総額幾らの事業になると予想していま

すか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変申しわけございませんが、そこまでの積算はま

だできておりません。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。それはわかりました。多分そう出てくるのではないかと思って

いました。ただ、町長のご答弁、課長のお話、抜本的に万全を期すと何度も出てきてい

るんです。そうおっしゃっている限りは後で復旧するだけですみたいなことは言わない

ように、その辺町長と課長に聞いておきます。２人から言質をいただきたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回のこの排水系統の見直しの調査、あるいはそれに引き続く具体の

事業の実施というふうなことについては、復興交付金を念頭に置いての対忚というふう

なことで考えているところでございますので、国の制度を最大限に活用させていただく

中での排水対策をしっかりとやってまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

１２番（佐山富崇君）はい。これは課長に聞いても仕様がない。町長の今のお答えはさっぱりもご

もごでさっぱりわからないんです。もう１回、議長からお話をいただいてはっきりとお

答えをいただきたい。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、答弁願います。質問の趣旨に沿った簡単で明快な答弁をお

願いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回の排水対策の調査につきましては復興交付金を活用して実施して

おりますので、具体の事業関係についても同じような形での執行を念頭に置いていると

いうふうなことでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。今まで言ってきたのとはちょっと違うように思うんだね。今の町長の

ご答弁では。抜本的に万全を期すとこう言ってきたんです、今まで。それは復興交付金

を使ってぐにゅぐにゅぐにゅ。これではだめだ。抜本的にとおっしゃったんですよ。抜

本的というのはどういう意味ですか。今さら辞書の内容なんかお話しする必要も何もな

いから言うつもりはありませんが、抜本的に万全を期す。それが復興交付金を使って、

ちょもちょもちょも。 

      そんな話ではないでしょう。改めてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。必要な排水対策については必要な制度を活用してしっかりとや

っていかなければならない、いきたいというふうに考えております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。３件目に入ります。防潮林の再生についてということで、第１

点目の検討はしているのかということに対しまして、先ほどのご答弁では国有、県有、

町有を含め一括して林野庁が実施することになっており、今年度から工事を開始、平成
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３２年度完成の予定と聞いております、他人事でないですか。聞いておりますなんて。

本町の防潮林はどうなっているのかというのを聞いている。改めてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。具体の事業の推進関係につきましては担当の事業計画室長の方から対

忚させていただきたいというふうに思います。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。林野庁の方から今後の工事予定ということで、国有林と県

有林、町有林、一括して林野庁の方で災害復旧を行うというお話をいただいております。

その中で工程表、それから第１期的に着手する部分、その辺の情報提供もいただいてお

りまして、その中でその情報下の中で当町の考える防災緑地、この事業と追従してでき

ないかという部分の調整をさせていただいているところです。以上でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。ですから、本町の防潮林の再生なりはどのように検討しているのかを

お伺いしているわけです。林野庁が一括してやるとか何とかとそういう他人任せみたい

なことではなく、本町としてはどういうところまで検討しているのかということをお伺

いしたい。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。ご質問の趣旨が防潮林の再生についてというような部分で

したので、前段として災害復旧工事、林野庁の行っている部分、その辺のご説明をさせ

ていただきました。そのあと、本町の町としてどのような計画を検討しているかという

部分のお尋ねでございますが、先ほど町長の答弁にございましたように、業務委託です。

全体計画策定の業務委託の方を先ほど発注いたしまして、今より本格的に検討を進めて

いくというような状況でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。余りにも遅いんじゃございませんか。全国の植木屋の造園連というの

があるんです。造園組合連合会というところの機関誌で月３回発行しているんですが、

これの１１４９号、平成２４年７月１日号にかかっているのはこうあります。宮城県亘

理町の防潮林再生のプロジェクト、組合員も参加。亘理町で亘理グリーンプロジェクト、

組合員も造園家として運営委員会に参加。大畑浜から吉田浜まで全長４．５キロメート

ルを幅２５０メートルから４００メートルに拡大してクロマツなど１４５万本を含め１

０年間で植樹して活用再生させる。これらにより次世代の安全と生物多様性を見据えた

自然の宝庫にしたいとしているとこう報じられているんです。亘理町、やっているんだ、

もう。比較するべきものだとは思いません、他町と。とは思いませんが、余りにも遅れ

ているのではないかと私は思う。そういうところで、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。佐山議員からはこれまでも個々の事業推進展開につきましていろいろ

とご指導ご提言いただいているところでございますけれども、今いみじくも言っていた

だきましたように、被災地それぞれの被災の状況、あるいはそれに対忚できる状況が必

ずしも等しくないわけでございまして、一つ一つの事業を点検される中で多尐の対忚の

前後関係というのは、これはやむを得ない状況にあるわけでございますので、ぜひその

点についてはご理解を賜りたいというふうに思います。 

      そのほかの事業の中で山元町が多尐は先んじている、先行している分野、事業もある

はずでございますので、膨大な予算を一定の限られた体制の中で一生懸命、忚援職員の

力もおかりしながらやっているところでございますので、できるだけ他に劣らないよう

な取り組みを引き続き頑張りたいというふうに思いますので、ご理解のほどをよろしく

お願い申し上げます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。十分理解できます。町長のおっしゃるとおりだと思います。 
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      それでは、町長、今ご答弁になりました。山元町が他町村に比べて先んじている事業

がある。何と何と何があるか、まずここで出していただきたい。そういうことをおっし

ゃるのであれば。先んでるという事業もあるんでしょうから。お願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。一つ一つをこと細かにチェックしているわけではございませんので、

いろいろやっている中ではそういう事業なり事務なりも多分にあるだろうというふうに

思うところでございます。一例をあえて申し上げれば、震災直後にいろいろな支給事務

といいますか被災者の皆さんへの罹災証明の発行から始まるところのもろもろの支援支

給業務につきましては当時は大分ご心配をいただいたわけでございますけれども、その

後、一定時間経過する中での、これは私が直接というよりは、町が直接というよりは報

道機関の皆さんがいろいろ取材する中でのご紹介というふうなそういうレベルではござ

いますけれども、一定の進捗、それなりに図られた部分もあったのかなというふうにも

思っているところでございますし、そのほかにも幾つかの分野項目の中でそういうふう

に言える部分があるというふうに考えているところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。これをあくまでも追求しても詮方ないことでありますからいた

しませんが、先んずる事業も相当あるというふうに理解をいたします。それは結構であ

ります。 

      遅れている部分につきましては猛省をしていただきまして、ぜひ追いつき追い越せと

いう方向でやっていただきたい。それでお伺いします。１０メートル、あるいは７メー

トル盛り土の土量計算をお願いします。何個山つくって何個ずつ、土量幾ら必要なのか。 

震災復興企画課長（鈴木光晴君）はい。防災緑地に考えております山に関しましては、前にも佐山

議員の方から何回かご質問いただいたところであったかと思います。先ほど来申し上げ

ておりますとおり、林野庁の方の災害復旧工事によりまして約２００メートル幅の防災

林については災害復旧事業によりまして復旧を行うというようなことでございます。町

としましては、先般来の説明のとおり、その林野庁サイドで行う災害復旧事業の基盤造

成といたしまして基盤造成の山を災害復旧の前に盛ることができないかというようなこ

とで、今現在もなお林野庁サイドと調整をさせていただいているところでございます。

先般、議員の方からもお話がありまして、山の高さ１０メートルと７メートルというよ

うなことでご質問ありました。前回の答弁といたしましては、約１０メートルの山を１

８個と７メートルの山を１７個というようなご説明はさせていただいたところでござい

ます。その後、なお復興庁なりの方から防災緑地のあり方などの、土量がかなり先般も

申しましたとおり、そういった山を構築いたしますと２００万立方メートル近くにも及

ぶ土量が必要になってくるというようなことでご説明申し上げましたが、かなりの土量

でございます。今現在その土量をどのような形で持ってくるかといったこともどういっ

た手当てをするかといったこともこれからの検討課題の一つというようなことで考えて

おります。 

      あとは、その事業に係る予算上の措置なども復興庁の方との打ち合わせの中でこれか

ら再度計画を練り直していくといった部分もございますので、先ほど高久室長の方から

もお話がありましたが、今現在防災緑地の検討業務というのをまさにやっている最中で

ございますので、そういった事業の内容につきましても再度検証した上でこれから具体

にお示ししていくようなことを考えておりますので、ご理解の方をよろしくお願いした

いというふうに思っております。 
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１２番（佐山富崇君）はい、議長。先日の臨時会の折に否決をした補正予算の討論のときに私は申

し上げました。被災した我々は国に手厚い支援を求めるのは当然である。それが１０メ

ートルの山、１８個、７メートルの山、１７個、それすらも土量の２００万立米要るか

ら難しいのではないか。あのとき最初説明したのはこういう山をくし型のようにつくる

ことによって津波を小さくする、あるいは弱める、そうおっしゃったんです。そうです

か、結構なことですと私申し上げた。それが林野庁で何か土量が大変だからやめようか

と言っているようなんだなんて、そんなことではだめなんですよ。我々はどんどん国に

支援を要求しなければならない、そういうことは。このときです、今です。また副町長

さんも国には顔が利くそうですので、その辺しっかりやってください。私ら被災受けて

命からがら助かった人もいる、死んだ人もいるんだ。この山を１０メートル、７メート

ルをくし型につくることによって津波を弱めることができるんですと、企画課長説明し

たでしょう。いいことですと私あのとき言ったでしょう。それが林野庁で金かかるから

やめようとか、土がうんとかかるからやめようと言っているようなんですよみたいなそ

ういうご答弁はいただきたくないです。ここで頑張ってほしいんです。そこのところ、

改めて町長から伺いたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回の大震災の教訓を踏まえてのまちづくり、防災対策、どうあるべ

きかということでございますが、基本的には佐山議員ご指摘のような方向でしっかりと

取り組んでいく。そのことが不運にして亡くなられた方々に対する我々の努めでもあり

ますし、これからこの町を受け継ぐ子々孫々に対する我々の大きな責任だろうというふ

うに思うところでございます。そういう中で、復興計画の中では国県のご指導なり国の

悲惨な中の復興計画というふうな基本的な考え方をベースにそれぞれの被災自治体でど

う減災に取り組んでいくべきかというふうなことでつくり上げてきたのが復興計画でご

ざいます。 

      これはそういう国の大きな方向性に基づいて、それぞれの被災地の自治体においてま

ずは計画をつくりましょう。あとはそれに沿ってできるだけ事業化できるようにやりま

しょうということでスタートをしてきているわけでございます。そういう大きな流れの

中で一つ一つの事業が復興元年と言われる今、そういう対忚をしつつあるわけでござい

ますけれども、個別具体の各論に入っていく中では国土保全を担う国土交通省なり林野

庁なり農林水産省なり、それぞれの被災地全体なり国全体をにらんだ一定の方針なり方

向性というものがより具体化されてきているわけでございまして、そういうものとの整

合性をとりながら、あるいは整合性をとる中でも町の計画をできるだけ実現できるよう

な方向での協議調整というふうな形でもろもろの事業を推進してきているというふうな

状況でございますので、先ほど私の方から最初にお答えした中にもありますように、復

興計画の具体の事業化に当たりましては減災という大きな目的の実現に向けて具体的に

どういうふうな形でそれが実現できるのか、しなければならないのか。これは当然国の

大きな予算の中で執行するにしても、一定の合理的な経済性、あるいは国全体としての

統一性といろいろなものがそこには出てくるわけでございますので、そういうものとの

調整を図りながらやっていかなければならないという、町としてのそういう状況もある

わけでございますので、この問題に限らず計画に盛り込んだものについては極力ご指摘

のとおり実現に向けて我々議会と一体となって、そしてまた町民の理解を得ながら推進

をしていかなければならないというふうには強く感じているところでございますけれど



- 29 - 

も、現実的な問題とのいろいろなすり合わせも一方で必要だということでございますの

で、ぜひご理解を賜りたいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい。町長の今のご答弁からは整合性という言葉が出ました。確かにごもっ

ともでありますが、町長の提案なさった事業の中には、議案の中には私らから見て整合

性がとれないと思うものもある。しかし、町長から整合性という言葉が出た。大変結構

なことであります。しかしながら、どのような事業であっても竜頭蛇尾にならないよう

に大いに頑張っていただくことを求めて、私の一般質問を終わります。 

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）５番竹内和彦君の質問を許します。竹内和彦君、登壇願います。 

 ５番（竹内和彦君）はい。５番竹内和彦でございます。第３回山元町議会定例会一般質問をこれ

から行います。 

      ことしの７月、ついに我が町の人口が１万４，０００人を切りました。１万３，９７

５人であります。町の人口流出は相変わらず歯どめがかかりません。将来の人口推計値、

これは予測をさらに下回っております。大変厳しい状況に置かれております。要因はい

ろいろとありますが、まず一つとして考えられるのはＪＲの問題であります。通勤通学

の人たちは大変に不便を感じております。もう待てないと既に亘理、岩沼、仙台方面へ

と転居された方も相当数になると思います。 

      それから二つ目の要因としましては、集団移転の問題であります。もう尐し地域住民

の声を集団移転に反映してほしいと悲痛な声も聞こえてまいります。一部の人はもうい

い、町はあてにしない、自力再建という形で町内や町外へ転居というケースも出てきて

おります。それからこの人口流出の三つ目の要因としましては、復興のスピードであり

ます。被災してから既に１年半が経過しておりますが、今のところまだ目に見える形で

復興が進んでおりません。このままいくといつになるのか、この先が不安だという声、

高齢者にとってはこれからの２年も３年ももう待てないんだという声がよくわかります。

狭い仮設暮らしも長期化してきております。ストレスもたまり、心身ともに疲れがたま

ってきている昨今であります。生活再建を早くと望む声とともに、不満の声も日増しに

高くなってきているというのが実情であります。 

      さて、先般７月１２日から３１日にかけて被災された方の住宅の再建方法に関する最

終意向確認調査が行われました。このたびその結果、集計値が出ました。そこでこの集

計値についてお尋ねいたします。 

      まず一つ目として、被災された方の住宅再建方法に単独移転、いわゆる自力再建とい

うのが３８．６パーセント、６４１世帯でありました。これは前回よりも大幅にふえた。

そして、さらに先ほど町長の答弁の中に９月７日までの集計値はさらにこの６４１世帯

が７８７世帯にさらにふえたということであります。これについて、町長はどのように

考えますか。お尋ねいたします。 

      それから二つ目の質問でありますが、集団移転については住民の声は最大限に尊重す

べきで、特に磯地区、笠野地区の集団移転も住民の声とともにコミュニティの維持も含

めた最大限にこの辺のことは尊重すべきと思いますが、町長の考えを伺います。 

      それから大きな二つ目の質問でありますが、坂元地区の災害公営住宅についてお尋ね

します。被災され、狭い仮設住宅で高齢者が体調を崩しながらも来春には災害公営住宅
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に入れると期待し、心待ちにしている災害公営住宅。山下地区で５０戸、坂元地区で２

２戸であります。これはいち早く完成させ、復興を目に見える形で被災者に安心と希望

を持っていただくべきではないかと思いますが、そこで伺います。坂元地区の災害公営

住宅の遅れは必至であります。被災者のことを思えば工事の遅れは許されません。今後

の見通しと町長の考えを伺います。 

      それから大きな三つ目の質問でございます。震災後の要介護認定者数の増加について

ということでお伺いします。東日本大震災後に要介護認定者数が急増したと新聞報道が

ありました。特に被災地、宮城県、福島県、岩手県は震災に伴う生活環境の変化、狭い

仮設住宅暮らしの長期化でストレス、運動不足、自力生活への不安とそして鬱や認知症

の進行、歩行困難などがふえております。そこで伺います。 

      一つは震災後、要介護認定者数はこの山元町で何人ふえたのか。そして、震災により

町内の介護施設は何施設が被災し、再建を果たした施設は何施設なのかお尋ねいたしま

す。 

      そして二つ目として、震災後の要介護認定者数の増加に対して予防を含めた総合的な

対策はどのように進めていくのかお尋ねいたします。 

      以上でございます。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。竹内和彦議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、被災者の住宅再建についてのご質問の１点目、最終意向調査の結果につい

てですが、９月７日までの集計で単独移転が７８７件と前回の調査の４３５件よりもふ

えております。これはまちづくりの計画や土地買い上げ価格、移転の際の支援策などを

以前よりも詳細にお示ししたことから、再建への道筋がより具体的に見えてきたこと、

また町が造成する住宅団地の整備を待てない方が独自の移転による再建を選択したこと

などが背景として考えられます。 

      次に２点目、集団移転に関する磯区、笠野区の問題についてですが、磯区及び笠野区

の住民の方で町が造成する住宅団地ではなくこれまでの住まいの近くに移転したいとの

ご要望があり、話し合いなども行ってまいりました。町といたしましては住民のご要望

に対し最大限努力したいと考えておりますが、あわせて迅速な町の復興と魅力あるまち

づくりの実現もまた重要であると考えております。この問題に関しましては復興計画の

趣旨から５０戸以上の集落形成が見込まれる場合に、住民が希望する集団移転の宅地開

発を検討することとし、協議を重ねてまいったところでございます。そうした中で、現

在のところ、５０戸以上の集落形成が確実となったものはありませんが、笠野区及び磯

区の住民の方々とは協議を継続しているところでございますので、なおご理解をお願い

をいたします。 

      次に大綱第２、坂元地区の災害公営住宅についてですが、町としましても復興を目に

見える形で推進するため、１日でも早く被災者の生活再建が実現できるよう、第１期分

については平成２５年３月の完成を目指し事業着手に向けてさまざまな課題に対忚しな

がら同時並行的に進めてきたところであります。残念ながら、８月１日の第４回臨時会

におきまして坂元地区災害公営住宅に係る補正予算案についてのご理解が得られるまで

には至りませんでしたが、その後、工法の見直しによる工事費の減額などの検討を行い、

３度にわたる東日本大震災災害対策調査特別委員会におきまして現地調査を含めこれま
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での経緯や場所の選定理由及び軟弱地盤対策の必要性などにつきまして詳細な説明に努

め、現予定地での整備についてご理解を得るべく努めてきたところであります。 

      町といたしましても被災者の方に１日でも早く災害公営住宅に入居していただきたい

という思いから今回補正予算を再提案させていただいた次第でありますが、なお、議員

のご理解をいただくべく、改めて関係予算の再調整をしてまいりたいと考えております。 

      次に大綱第３、震災後の要介護認定数の増加についての１点目、要介護認定者数と被

災介護施設の状況についてですが、要介護認定者は平成２３年３月末現在で８０７名で

したが、２４年３月末現在では８６９名と６２名の増加となっております。また、年間

増加率では震災前が５．６パーセントであったものが震災後においては７．７パーセン

トとなっており、震災後における本町の要介護認定者は増加傾向にあります。一方、被

災した介護施設の復旧状況についてですが、沿岸部にあった４施設が被災しており、現

在そのうち３施設が再建を果たし、残る１施設が休止の状況となっております。 

      次に２点目、要介護認定者数の増加に対する対策についてですが、仮設住宅での生活

の長期化に伴うストレスや運動不足の解消を図るため、昨年度から各仮設集会所での運

動教室や簡単クッキング教室を定期的に開催するとともに、地域サポートセンター事業

として介護予防のための手芸講習や軽体操などを行うサロン事業を展開しております。

さらに、今年度は６５歳以上の高齢者を対象にアンケート形式による健康調査を実施し、

介護予防の必要性の啓蒙や要介護状態となる恐れの高い虚弱な状態にあると認められる

高齢者の積極的な把握と２次予防事業の実施に努めております。 

      今後とも個々の対象者の心身の状況や置かれている環境等の状況に忚じた適切な介護

予防事業を実施することにより、新たな要介護認定者の増加抑制を図るとともに、介護

保険事業者及び各介護支援専門員と連携を図りながら活動的で生きがいのある生活を送

ることができるよう、引き続き支援策を講じてまいります。以上でございます。 

 ５番（竹内和彦君）はい。それでは、関連質問といたしまして住宅再建について質問したいと思

います。集団移転の条件枠５０世帯という枠がございますが、これを緩和し磯・笠野地

区の住民の集団移転を認める考えはあるのかないのか、改めて町長の考えを伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。笠野区、磯区の集団移転の関係でございますが、先ほど岩佐哲也議員

のご質問の方にもお答えを申し上げたところでございますが、町といたしましては基本

的に３地区での市街地の整備、拠点の形成というふうなことをまずは取り組んでいかな

ければならないというふうに思っているところでございます。そういう中でもできるだ

け両区の皆さまのご要望を真摯に受け止めまして、今話し合いを継続している状況でご

ざいますので、町としてのまちづくりの基本的な考え方、そしてまたそういう中でも両

区の皆さんの思いというものをできるだけ確認する中で、どういう形で調整を図ってい

けるのか、これを継続して進めてまいりたいというふうに思います。 

      ただ、その中でこれも繰り返しになりますけれども、三つの中心市街地と同じタイミ

ングなり、あるいは同じ整備条件というふうな対忚は非常に難しい面もあるものですか

ら、その辺についても十分ご理解いただく中でどういうふうな調整が可能なのか、最大

限の努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 ５番（竹内和彦君）はい。先ほどの町長の答弁の中で、ご要望に対して最大限努力したいという

ふうに答えておりますので、ぜひ期待したいと思います。 

      次に坂元の公営住宅についてお尋ねいたします。きのうの新聞に災害公営住宅の着工



- 32 - 

率１．６パーセントと掲載されております。これから来年、再来年度と大量の災害公営

住宅の建設が始まります。しかし、建設する業者側から見れば一度に大量の工事が発注

されても工事はすぐにはできないということが本音であります。工事の遅れは来年から

は大変深刻になると予想されます。今でも県の入札は３割が不調であります。来年から

はさらに職人不足、建設資材不足、そんなことで工事の遅れは必至というふうになりま

す。坂元の災害公営住宅、これは早く前に進めないと大幅な工事の遅れというのが予想

されます。とにかく今はスピード、復興のスピードが問われているときであります。仮

設にいる被災者のことをまず第一に考えれば、いち早く災害公営住宅の着工をすべきだ

と思いますが、その点、町長のお考えを改めてお尋ねいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今被災各地、災害公営住宅を含むもろもろの復旧復興に取り組む中で、

スピード感を持って被災者の皆さまに忚えるような対忚を求められているわけでござい

ますが、そういう中でご指摘のようにまさにそれは復興復旧に向けまして被災地間の、

地域間の競争になっている部分があるんだろうというふうに思いますので、この公営住

宅問題に限らず、事業の発注の工夫も含めて対忚をしていく必要があるというふうに思

っております。そういう中で、例えば公営住宅の問題については県の方でも各市町村の

一定の割合については建設の支援をしてくれるというふうな状況の中で今山下等の公営

住宅を進めているわけでございまして、あるいは他の市町村でもいろいろな形での対忚

をしております。例えばお隣の亘理町においては民間企業が新築した集合住宅なり戸建

て住宅を買い上げたり借り上げたりするというふうな、そんな記事も今回のこの公営住

宅の着工率の報道の中でも触れられておるわけでございますので、いろいろな手法を駆

使してしっかりと進めていかなければならないというふうに考えているところでござい

ます。 

 ５番（竹内和彦君）はい。それでは、先般８月３０日の特別委員会において坂元地区の災害公営

住宅整備スケジュールの説明を受けました。今回の場所をやめて新たな坂元の南側、新

市街地で計画した場合、このプレロード工法でやった場合には宅地造成から建物の完成

が平成２６年９月になるとありました。それから、今回と同じ工法、地盤改良でそれを

やってやれば早くても来年の１２月に完成ということであります。そういう説明を受け

ましたが、しかし、これは非常に整備スケジュールの見通しは甘いと思います。全く来

年の１２月とか２６年の９月完成とありますが、これはあてにならないと思います。来

年からは住宅ラッシュ、今でも住宅業界は工事が大量にあって消化し切れない。宮城県

だけで災害公営住宅は１万５，０００戸であります。福島と宮城と岩手、３県含めても

２万７，６００の公営住宅が建設予定されています。そのほかに集団移転の住宅、自分

で建てられる方もたくさんおられます。そういったことで、宮城県内の一般住宅持ち家

は大体年間に６，０００戸が通常の施工能力といいますか、それが一気に何万件と当然

できるわけないんです。そういったことから、災害公営住宅の整備スケジュールは余裕

を持った形で計画を立てていただきたいと思います。あてにしている仮設の入っている

方々、予定が立ちません。ぜひとも余裕を持った整備スケジュールをお願いしたいと思

います。 

      それでは、最後の関連質問ということで要介護認定者数の増加と、それについて最後

の質問になりますが、８月２５日の河北新報に介護が必要な認知症高齢者がこの１０年

で倍増したと掲載されました。全国で３００万人を超えたと報道されております。これ
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からの山元町はこれからますます高齢者がふえると予想されます。当然に要支援、要介

護者がふえることは予想されますが、今後これから１０年で町内の介護が必要な認知症

高齢者が何人ぐらいと見込んでいるのか、その辺をお尋ねします。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。ご質問にありました要介護者の、要支援者の中でも認知

症の高齢者というふうなことのご質問でございますけれども、残念ながら我々は予想の

数字というものにつきましてははっきりとしたものは持ってはございません。ただ、手

持ちの資料からいいますと、民間の研究機関の方でつくっております、調査しておりま

すそれの方のデータからよりますとふえる傾向にございまして、これによりますと２０

０５年ですと３９２万人ほど全国にいる。それが２０２５年には７０２万人になる。１．

７９倍に増加するというふうなデータもございます。 

      同じような傾向は当然山元町が例外というふうなわけにはまいらないかとは思います

けれども、これらのデータにつきましては速度につきましては、あがっていくスピード

につきましてはやや鈍化している、段々低下する傾向にあるというふうなデータなども

ございますので、それらの情報等を我々も注意深く見守ってデータ収集等を行っていき

たいというふうに思っているところでございます。 

 ５番（竹内和彦君）はい。これからの１０年というのは予想つかないということでありますが、

これぐらいのことを予想できなければ施設がどれぐらい必要なのか、どのぐらい要介護

認定者がふえるのか、対策が立てられないのではないでしょうか。お尋ねします。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。施設等の必要性でありますとか、高齢者要介護者等の推

計などにつきましては、高齢者保健福祉計画第５期介護保険事業計画等である程度見込

まさせていただきました。このような事業計画等におきまして、３年間のスパンでしょ

うか、そういったスパンでもってそれぞれ人数等の推計の方を行っていきながら施設整

備の方も行っていきたいというふうに思っております。以上です。 

 ５番（竹内和彦君）はい。今回震災後町内の要介護認定者がふえたのは６２名というふうに回答

をいただいています。そして、町内の被災した施設が４施設あって、４施設が被災して

おり、そのうち再建されたのが３施設、１施設が復旧していないということであります。

介護認定者は確実にふえております。利用する施設が復旧していないと施設利用者は施

設不足で不便を感じているのではないでしょうか。その辺、お尋ねします。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。施設の復旧等、それから復旧していない施設もあるとい

うふうなことではございますけれども、まずは施設の復旧等についてどういうふうな状

況であるかというふうなことを申し上げたいと思います。 

      ４施設といいましてもそのうち３施設につきましてはデイサービスを行っていた事業

所でございまして、これにつきましては何とか復旧の方をしております。ただ、復旧で

きなかったのがどういった介護保険施設かといいますと、グループホームを営んでいた

ところでございまして、これらにつきましては中止のまま復旧のめどが立っていない状

況というふうなことにはなっております。 

      ここにいた方々、ではどうなったのかというふうなところで、我々の方も追跡調査と

いいますかある程度のところを調べておりますけれども、中には実は既に亡くなってい

る方なども何人かあるというふうなところではございますが、山元町の方からは１５名

ほどがこの施設の方に入っていらっしゃいました。他町の方に転出された方が数名とお

ります。それからほかのデイサービスでありますとか介護保険福祉施設でありますとか
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別な施設の方に移っていったというふうなことでございまして、大体の方々につきまし

ては、ほとんどの方につきましては何らかのサービスを受けているというような状況に

あるのかなというふうに見ております。以上です。 

 ５番（竹内和彦君）はい。大事なことは、これから新たな要介護認定者をなるべくふやさない、

抑制する対策は必要だと思います。今心配されているのは仮設住宅で閉じこもっている

人です。友達がいない等々で仮設住宅の中で閉じこもったまま、この人たちが結局要支

援、要介護の可能性が高くなると予想されます。それについての対策対忚が必要と思わ

れますが、その辺はどのような対策、考えておりますでしょうか。お尋ねします。 

地域包括支援センター長（渋谷美智子君）はい、議長。仮設に入居されて１年が経過した中で、再

度現在健康調査を実施しまして、新たな、いわゆる閉じこもりの方がいらっしゃらない

かどうかを含めて調査しているところです。それで、現在はその調査の対象の方々を中

心に再度サポートセンター事業で行っていますサロン事業、あるいは運動支援事業等に

参加を呼びかけてまいりたいというふうに思っております。そして、さらに山元復興忚

援センターで実施しております週１回の「お茶っこサロン」では生活支援相談員からの

声がけと、そして新たに今年度から事業として取り組んでおります傾聴ボランティアの

導入を図って、閉じこもっている人が尐しでも出ることのできるよう、きっかけづくり

をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

 ５番（竹内和彦君）はい。それでは、介護に関する最後の質問でございますが、震災復興計画の

町の基本構想に宮城病院の周辺に医療、福祉施設の集積を図るというふうにありますが、

その辺の見通しは現在どうなっているのか、その辺をお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。宮城病院周辺の福祉医療ゾーンにつきましては、現在市街地の

形成と並行してあそこの土地を用意していただける方への意向調査も並行して進めてい

るところでございますので、もう尐し意向を詰める中で具体の紹介ができるのかなとい

うふうに思っておりますので、もう尐しお時間をおかりをしたいというふうに思います。 

 ５番（竹内和彦君）はい。これで私の質問、これで終わります。 

議 長（阿部 均君）５番竹内和彦君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は３時といたします。 

午後 ２時４８分 休 憩 

                                             

午後 ３時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）８番佐藤智之君の質問を許します。佐藤智之君、登壇願います。 

 ８番（佐藤智之君）はい。私は平成２４年第３回議会定例会におきまして町長に次の２件につい

て一般質問をいたします。 

      その１件目は、大震災復旧復興の促進について 

      ①あの東日本大震災発災からはや明日でちょうど１年６か月が経過いたしますが、こ

の間、町当局を先頭に各関係機関の皆さんや全国の温かいボランティア、そして忚援自

治体の忚援に支えられ山元町は復旧から復興へと進んでまいりました。そこで、町の復

旧復興のそれぞれの進捗状況について伺います。 
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      二つ目に、これまでの復旧復興における問題点があれば、どのようなものか。 

      ３点目に、これはさきに２人の同僚議員からも質問がありましたが、町が進めるいわ

ゆるコンパクトシティ構想に基づく３か所の住宅団地や公営住宅地以外にも職住一体を

希望する人たちもおられ、選択肢を広げ終の住みかとなる住宅地の選定に柔軟に対忚し

てはどうか。 

      ④に、ＪＲ常磐線浜吉田駅までの開通が来春に実現する見通しであることから、その

浜吉田駅の利便性を図るためにも亘理町との協力を得て対策の充実と国道６号線下り車

線の八手庭交差点の右折レーンの新設を関係機関に申し入れをしてはどうか。 

      ⑤に、被災した浜通りの行政区と消防団の再編成の見直しの時期はいつごろか。 

      次に、２件目の住環境の整備促進で安全対策をについてであります。 

      その①として、町道や農道等の沿線や交差点などで雑草が生い茂り、特に交通安全や

防犯上の上から草刈りの促進をすべきであります。 

      ２点目に、震災で傷みがひどいでこぼこの町道等の舗装改修の促進を。 

      ３点目に、町道や通学路に防犯灯、いわゆるＬＥＤ電球の設置の促進についてであり

ます。 

      以上、１回目の質問といたします。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。佐藤智之議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、大震災復旧復興の促進についてのご質問の１点目、町の復旧と復興のそれ

ぞれの進捗状況についてお答えいたします。道路災害復旧については、全体の被災箇所

数２４５か所のうち７６パーセントに当たる１８７か所まで発注済みでございます。そ

のうち、工事が完了しているのが７６か所、３１パーセントになります。残りにつきま

しても平成２６年３月末までに完了する予定となっております。次に河川の災害復旧に

ついては、被災箇所数４か所、全て平成２３年度に復旧を完了しております。次に橋梁

の災害復旧については磯区内で橋の流出と花釜区内で橋の欄干破損の２か所でございま

すが、これらについては現在施工中でございまして、２５年３月末までの完了を予定し

ております。次に公園施設の災害復旧については、太陽ニュータウンのコスモス公園の

広場と緑地の２か所、磯崎山公園、牛橋公園の計４か所となっており、牛橋公園を除く

３か所は既に発注済みで、これも２５年３月末までの完了予定となってございます。そ

して牛橋公園については入札不調となったことにより、工事の着工が遅れているため、

完成時期は平成２６年３月まで延びております。 

      次に漁港施設の災害復旧でございますが、被災箇所５か所ございまして、査定時より

も大幅な事業費の増となったことから、現在国と協議を進めております。１２月議会に

契約承認が得られるよう作業を進めているところであります。浄水場につきましては、

居住区域の復旧は既に完了しております。それから下水道につきましては、管路復旧を

予定している２１件中、浸水区域を除く１６件については既に工事発注を済ませており、

その進捗状況は７６パーセントであります。さらに、山元浄化センターの復旧について

は、１系列の処理施設がことし７月に復旧しており、残り２系列の復旧についても現在

施工中でございますので、２５年３月までの完了を見込んでおります。 

      なお、浸水区域の上下水道施設につきましては、震災復興計画に基づく道路や橋梁の

改修事業計画との整合性を図り、本格復旧を実施してまいります。 
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      次に農地等の災害復旧状況についてですが、震災による被害は主に津波によるもので、

約１，３４７ヘクタールの農地と８３か所の農業用施設が被害を受けております。農地

については県の方で、農業用施設は国、県、町で分担をし、昨年度から復旧作業をして

おります。農地の復旧につきましては、２３２ヘクタールの復旧か完了しており、さら

に今月末までに７１５ヘクタールの発注が完了し、２５年３月までの完了を見込んでお

ります。これにより、全体の復旧率としては７０パーセントとなります。それから農業

用施設８３か所の復旧については、７か所が完了、現在２２か所が施工中で、さらに３

９か所について今後追加発注を予定しております。残りの１５か所については２５年度

に復旧する予定でございます。 

      以上、平成２５年３月末までに進捗率は約８０パーセントとなる見込みであります。 

      続いて復興関連でございますが、復興交付金は８月末の第３回分まで県事業を含めて

１８０億円の配分を受け、各事業を実施しております。主な事業でございますが、集団

移転事業については最終意向確認の結果をもとに防災集団移転促進事業計画並びに復興

整備計画の作成を行っており、次回の交付金申請には平成２５年度予算分を含めて要求

をしております。また、災害公営住宅については山下地区の第１期５０戸分の造成工事

に着手し、今年度中の完成を見込んでおります。このほか、ＪＲ関連では鉄道ルートの

測量及び地質調査が行われている状況でございます。 

      次に２点目のこれまでの復旧復興の問題点についてお答えいたします。一つは復旧事

業の遅れでございます。復旧工事が急増したことで人手不足や作業員人件費の高騰によ

り入札不調が相次ぎ、復旧が遅れる原因となっております。中でも、坂元上平地区の農

業集落排水の災害復旧工事については２４年２月と６月の２度の入札不調により復旧が

約６か月遅れました。また、このようなスケジュールの変更により、他の関係する工事

等の調整が生じ、町全体の事業進捗にも影響しております。以上の問題につきましては

引き続き関係各課や関係機関との連絡調整を密に図りながら、早期復旧に向け努力して

まいります。 

      もう一つは、復旧復興事業を推進するマンパワーの不足であります。平成２４年度の

一般会計予算は５００億円に迫ろうとしていますが、震災前の２２年度の一般会計の決

算は約５５億円であり、その予算規模は今後１０倍を超えることが見込まれます。しか

しながら、この事業を執行する職員数は９月１日現在で全国からの派遣職員５３人を含

め全体で２２９人体制であります。震災前の１７０名と比較するとその規模は約１．３

倍にとどまっております。来年度には復興事業の工事が本格化することになり、より一

層の職員確保が必要となってまいります。復旧復興事業の推進にはマンパワー確保が大

きな課題であり、この問題については国県及び町村会等に対して人的支援の要望を継続

して行っており、先日も多くの人的支援をいただいている神奈川県や横浜市を訪問し人

的支援の継続をお願いしてきたところであります。 

      また、町独自の取り組みといたしまして本年度４月１日及び９月１日付で経験豊富な

即戦力となる任期付職員５名を採用し、さらには宮城県で採用予定の任期付職員に対し

て派遣要請を行っているところであります。今後も町独自のさまざまなルートを通じて

全国の自治体に支援を要請し、人材の確保に努めてまいります。また、農地等に係る問

題点ですが、比較的被害の程度が軽い西側の浸水域については、災害復旧により早期の

営農再開を図ってまいりましたが、沿岸域、特に既設ＪＲ線の東側区域については単に
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原形復旧だけでは十分でなく、農地の集積など今後の営農を踏まえた対忚が必要となる

区域が生じております。さらに、防災集団移転事業で買い取った後の宅地と農地との整

序化や防災緑地、避難路、排水路の見直しなど、他事業との調整を図る必要性も生じて

おります。現在、これらを解決するため復興事業として大規模圃場整備事業の計画を進

めているところであります。 

      次に３点目、集団移転先の拡大についてですが、磯区及び笠野区の住民の方で仕事の

都合などから町が造成する住宅団地ではなく、これまでの住まいの近くに移転したいと

のご要望があることは承知しております。町としましては、住民のご要望に対し最大限

努力したいと考えておりますが、あわせて迅速な町の復興と魅力あるまちづくりの実現

もまた重要であると考えております。この問題に関しましては復興計画の趣旨から５０

戸以上の集落形成が見込まれる場合に、住民が要望する集団移転の宅地開発を検討する

こととし、協議を重ねてまいりました。現在のところ、５０戸以上の集落形成が確実と

なったものはありませんが、磯区・笠野区の住民の方とは協議を継続しているところで

ございます。 

      次に４点目のうち、ＪＲ常磐線の浜吉田駅延伸に伴う対策についてですが、浜吉田駅

は震災前から町民の利用者も多く、ＪＲの延伸は本町にとりましても復興への大きな一

歩と考えております。しかしながら、浜吉田駅前は亘理駅前と比較するとロータリー機

能や乗降スペースの確保など不十分な状況にあり、ＪＲの延伸に伴いまして通勤通学時

間帯の交通渋滞の発生や通勤者等の駐車場不足などが懸念されるところであります。こ

のため、今後浜吉田駅のある亘理町やＪＲ東日本等と事前調整を行いながら、町民バス

運行ダイヤの見直しを行うとともに、通勤者等の駐車場の確保などＪＲ利用者の利便性

の向上やご家族の送迎に係る負担軽減に努めてまいりたいと思います。 

      次に国道６号線下り車線の八手庭交差点の右折レーンの新設についてですが、八手庭

交差点は震災前から右折レーンの設置が課題になっており、震災後、さらにＪＲ代行バ

スが浜吉田駅を経由して運行していることから、朝晩の通勤通学の時間帯には本線の流

れを阻害し、交差点付近が混み合っている状況にあります。この混雑状況を解決するた

め、国道６号を管理している国土交通省仙台河川国道事務所に対し国道６号に関する改

善改良事項について機会あるたびに要望しているところであります。去る８月２１日に

開催された国土交通省仙台河川国道事務所と国道の通過市町４市４町で構成している中

央地域道路懇談会の席上においても、この八手庭交差点の右折レーン設置を含む交差点

改良が山元町内の国道６号線上の最も優先すべき事項であることを説明し、要望書とし

て提出をしております。なお、八手庭交差点の改良については、国土交通省の事故ゼロ

プラン、これは事故危険区間重点解消作戦と呼ばれるものでございますが、これでの位

置づけがなされており、優先順位は高く、早い機会での事業実施がなされるのではない

かと受け止めております。 

      次に５点目、行政区や消防団編成の見直し時期についてですが、津波による被害が特

に甚大であった浜通りの６行政区及び町区の被災された方々の多くは町内の仮設住宅の

ほか町外及び県外の民間賃貸住宅などで不自由な避難生活を余儀なくされております。

現在、町内の仮設住宅団地ごとに行政連絡員及び副行政連絡員を配置し、自治会的な運

営を行っていただいているところですが、被災を受けた行政区はもとより、仮設住宅団

地が設置されている行政区においては変則的な行政運営によるご負担も多いものと考え
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ております。この行政区の見直し時期については、今後の防災集団移転事業や新市街地

整備事業の進捗状況なども見据えながら、行政区長初め町民の方々からご意見をお伺い

しながら検討してまいりたいと考えております。また、消防団につきましても大津波の

襲来によって浜通り地区を中心に人的被害を含め壊滅的な被害を受け、今後の消防団の

組織や運営全般にわたる見直しは避けられない状況になっております。一方で、消防団

員みずからが被災し、仮設住宅住まいなど地元から離れた生活を強いられるとともに、

津波で被災した中央ポンプ置き場の移設を余儀なくされるなどの大変厳しい状況にあり

ますが、引き続き地域社会の安全安心を維持するために、町といたしましては行政区と

同様に変則的な消防団運営をお願いしているところであります。この消防団編成等につ

いては行政区の再編等の進捗と軌を一にし、消防団幹部の皆さんとご相談しながら適切

に見直しをしてまいりたいと考えております。 

      次に大綱第２、住環境の整備促進で安全対策をについてのご質問の１点目、町道、農

道等の沿線、交差点などの雑草の草刈りの促進についてですが、各行政区で主体的に取

り組んでいただいている道路や河川の草刈り作業等の維持管理事業に対し山元町道路河

川愛護協会が全行政区へ事業奨励のための補助金を交付しております。しかしながら、

津波被害のあった沿岸の行政区については草刈り機の流出やマンパワー不足により震災

前の草刈りの状態を確保できていない現状もあります。特に、浸水区域内で自宅を修繕

または再建され、お住まいになられている方々が日常的に利用される主要な町道等の維

持管理については町において随時対忚しておりますが、引き続き道路パトロールに努め、

今後も交通事故の防止、安全安心な住環境の確保のため各行政区の皆さまとの情報共有

と連携を強化し、雑草の草刈りを促進してまいりたいと思います。 

      次に２点目の傷みのひどいでこぼこ町道等の舗装改修の促進についてですが、震災に

より町道等は甚大な被害を受け、膨大な箇所の災害復旧工事を国庫補助事業として施工

する事態となりました。公共土木施設などの災害復旧工事は基本的に２年以内に完了さ

せなければならず、限られた人員体制の中で優先的に行う必要があり、被災した道路の

仮復旧箇所の維持管理についてはマンパワー不足により十分な対忚ができない状況であ

りました。その後、全国からの派遣職員により力強いご支援をいただく中で、復旧工事

については順調に進めることができ、災害査定箇所の発注率も７６パーセントに達した

ところであります。 

      しかしながら、下水道災害と重複している町道災害箇所については、下水道復旧工事

を先行させ、その後舗装復旧工事を行うことからこのような箇所についてはやむを得ず

敷き砂利等暫定的な対忚とならざるを得ないことをご理解いただきたいと思います。ま

た、補助災害に該当しない小規模な被災箇所や身近な生活道路の補修については迅速な

対忚ができず、町民の皆さまには長い間ご不便をおかけしてきましたが、１日も早い復

旧に向け鋭意取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

      次に３点目、町道通学路へのＬＥＤ防犯灯の設置促進についてですが、本町では安全

安心なまちづくりのため、計画的な防犯灯の整備に努めてきているところですが、東日

本大震災の影響等による交通事情の変化に加え、仮設住宅の建設によって通勤通学路の

実情が大きく変化している状況にあります。このため、平成２３年度には民間業者から

支援をちょうだいしましたＬＥＤ灯を中山熊野堂仮設住宅から坂元中学校、あるいは髙

瀬石山原仮設住宅から山下小中学校等に続く主要通勤通学路に防犯灯として計９２基設
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置したところであります。 

      さらに、２４年度には町道４号花釜牛橋線沿いにＬＥＤ灯５０基の設置を予定してお

り、また避難路へのアクセス道路を中心に蓄電池式太陽光街灯を５０基整備するなど、

引き続き現地再建されている方々に対する防犯防災上の生活環境の改善を進めてまいり

ます。なお、ＬＥＤの活用については宮城環境交付金事業を活用するとともに、平成２

３年度に創設された新たな県の政策と連携し整備を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。それでは、１番の①の進捗状況でございますけれども、今町長の方か

ら詳しい部分にわたっての進捗率の回答をいただきました。大体、おおむね７０パーセ

ントから８０パーセント、また中には１００パーセント、さらには２５年３月を入れる

と完了するとそういった状況の報告をいただきました。これは町として、また町長の認

識としてこの進捗状況は予定どおり進んでいるのか、あるいは遅れているのか、その辺

の判断といいますか認識について伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもご説明申し上げましたように、膨大な被災箇所数を抱えてお

りまして、ものによっては一定の期間でやらなければならないというふうな制約、ある

いはそれに対処するための体制がなかなか十分でないというふうなことを考えますと、

そういう中にあってはそれぞれ職員、頑張っていただいて一定の復旧率を、進捗を見て

いるのではないかというふうに思ってございます。繰り返しになりますが、しかし、町

民の皆さまの身近なところでの復旧の状況ということになりますと、これは先ほど申し

ましたような前後の関係等がございまして、必ずしも私どもが受け止めている、理解し

ている進捗状況と町民の皆さまの受け止め方、一致していない部分がもしかしたらある

のではないかというふうには思っておりますが、残された部分、引き続き速やかに対忚

できるように頑張っていきたいというふうに思っております。 

 ８番（佐藤智之君）はい。次に、宮城県内、あるいは東北３県の被災状況でよくテレビ等で復興

復旧状況、復旧復興状況が放映されますけれども、また町内を歩いていると山元町は遅

れているのではないのかとかいろいろ言われる場面があります。もちろん、他の市町村

と比べて災害規模、いろいろ違うわけでございます。一概に比較検討はできないとは思

いますけれども、その辺、率直な感じ、他市町村と比べてどのような進捗ぶりなのかお

答えできれば。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほども佐山議員さんの質問にもお答えさせていただいたんで

すが、なかなかこの問題、端的に申し上げるのは難しい部分があるのかなというふうに

思います。そういう前提ではございますけれども、ただいま申し上げましたように町の

職員に加えまして全国からの、現在５３名のご支援をいただく中で本当に膨大な業務量

に比較しての尐ないマンパワーということではございますが、職員そしてまた忚援職員

の皆さまの大変なお力添えによって一定程度の進捗状況は私は確保されているのではな

いかなというふうに考えているところでございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。先ほどの答弁の中で、漁港施設の災害復旧、被災箇所は５か所

である。査定時よりも大幅な事業費の増となったことからと非常に捉え方によってはい

い内容なのかな。具体的にどのようなことが増になったのかおわかりであれば。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。漁港施設の災害復旧につきましては、漁港全域に

わたって被災しており、被災箇所といたしまして５か所という査定を受けて工区割りを
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しておりました。査定時におきましては設計標準断面図での災害査定を受けておりまし

た。これを実施測量をかけて数量等を再度精査しておりましたところ、事業費に不足が

生じたのでただいま県を通しまして水産庁の方に協議を上げておるところでございます。

以上です。 

      すみません、追加でご説明を申し上げます。ただいま水産庁の方と協議しております

のは、数量等の増に伴う事業費の増でございます。以上でございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい。わかりました。 

      次に、最後の方で思いがけずにＪＲ関係の説明といいますか回答がありましたけれど

も、測量と地質調査が現在実施されている。まずは、この地質調査関係はいつごろ終了

する見込みなのか、ＪＲからどのようにお聞きになっているか。 

用地鉄道対策室長（甲賀伸啓君）はい、議長。ＪＲの方からは１０月中旪に終わると聞いておりま

す。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。せっかくそこまでお答えいただいたものですから、町長は常磐

線の開通は予定どおり進むのかどうか、その辺について伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ＪＲの方でこの測量なり地質調査の説明会の席上でご説明をいただい

ている範囲内での進捗状況というふうなことについては、今の測量の進みぐあいも含め

ておおむねご説明いただいている内容で進んでいるのかなというふうに思っております。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。震災復興に関連しまして、この前我々常任委員会の方で平成５

年に大きな災害に見舞われた奥尻町を視察研修の機会を得ることができまして、行って

まいりました。いろいろと状況を聞く機会がありまして、担当の向こうの総務課長が窓

口となっていろいろ説明をいただきました。そして、島内の主だったところ、いわゆる

復興の進んだ状況も案内をしていただきましてつぶさに見てまいりました。結論から言

うと、ご存じのように平成５年７月１２日に発生しまして、何と５年後の３月に完全復

旧を宣言したとこのように述べておりました。４年８か月で復興がなし遂げられた。も

ちろん山元町、奥尻町では災害規模も違いますけれども、総務課長いわく、町全体で本

当にスクラムを組んで取り組んだ。だから逆に言うとそれが難しかった。だから説得力

が必要だ。それから一番大事なのは用地買収について、説明力と説得力が大事だ。それ

に向かって気力を振り絞っていくんだとそういう非常に参考になるお話がありました。 

      非常に、今後山元町の復興、あるいは用地買収を進める上で参考になるのではないか

とこのように感じましたので、今のことにつきましてあえて町長のご所見を伺うもので

あります。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ただいま佐藤議員から奥尻の視察のひとつの成果をご披露していただ

きましたが、私も今回の大きな復興をなし遂げるためには用地のご協力、用地の取得と

いうのが最大の問題だろうというふうに思っておりますので、この大震災からの復興を

速やかに対処していくためにはご指摘のような説明する力、納得していただけるような

我々の対忚の努力というものが問われているんだろうというふうに思いますので、その

辺を十分心してこれからの用地協力についての説明、対忚をしっかりとしてまいりたい

なというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。では次に⑵番の問題点についてでございますけれども、先ほど

の町長答弁の中でこれはどこの被災地も同じ状況であろうと思いますけれども、マンパ

ワーの不足の答弁がありました。確かに今までの一般会計の予算規模からいうと１０倍
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の規模を超える、これはもちろん当然でございますけれども、かといって今まで１７７

名がその１０倍の１，７７０名になることはないと思います。それで、どこの被災地で

もマンパワーが不足している。そういうことで、各方面にいろいろお願いをしている状

況を今お答えいただきましたけれども、まずは足りない状況の中で要請をしながらも現

行のマンパワーを最大限に活用して復興に取り組まなくてはならないと、これは必然だ

と思います。その辺についての町長の思いをもう一度お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。限られた人員をいかに意欲を持って対忚していただけるかというふう

なことが求められているわけでございまして、私どもとしては単に人数を確保すればい

いということではなく、大変ありがたい忚援職員の皆様にしっかりと力を発揮していた

だけるような組織の編成といいますかこの辺に注意を払ってやっているところでござい

ます。例えば震災復興の企画に関しては県の課長と班長の組み合わせ、あるいは事業計

画調整室については札幌市の忚援をいただく中での室長と班長の組み合わせ、そしてま

たその下に忚援職員と次を担う町のプロパー職員、これをうまく配置しながら対忚して

いることでございます。要は、１７０名の体制で５３人もの忚援をいただく中で単に１

人の担当ということではなく、それぞれの大事な部分をしっかりと担っていただく、要

になっていただく。そういう中で忚援の方と地元の職員が一体となって取り組める。そ

してまた一定の期間のご支援をいただく中では、あとは自前で、自力で対忚していかな

ければならないわけでございますので、町の職員、若い職員を中心にその後きちんと継

続して引き継げるようなそういう機会にもしなければならないというふうなことなども

含めていろいろ組織の編成なり運営なりを工夫しながらやっているわけでございまして、

そういう中で忚援職員の皆さんの大変意欲的な、本当に頭の下がる対忚、もちろん地元

のプロパーの職員にも同じような形で頑張ってもらっておりますので、この力を最大限

に発揮していただけるように、引き続き我々も目配り、気配りを忘れないようにしてま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。今の町長の回答どおり、町長の強いリーダーシップのもとでこ

の難局をお互い乗り越えていかなければならないと思います。 

      次に③の、これも先ほど来２人の同僚議員から質問がございました。町のコンパクト

シティ構想に基づいた３か所の住宅団地云々でございます。町長は５０戸にこだわり過

ぎているのではないか、これが率直な私の感想でございます。ということは、この前、

県で研修会がありまして、その席上で村井知事の方からもスライド上映をしながら、そ

の中で私は特に感じたのが整備復興計画の中で特例があるんだ。その特例の中で防災集

団移転促進事業、特に住宅団地の規模要件の緩和、もともとは１０戸なんだ。それが復

興特区で５戸までに減らしてもらった。そういうことで、５０戸に余りにもこだわり過

ぎて逆に人口流出に歯どめがかかっているのではないか。そのように心配するのは私１

人ではないと思います。そういうことで、回答としては該当する住民の方々と協議を継

続していきたいとこういうことのようでございますけれども、この件については真剣に

該当する地域の方々と膝を交えて、要するに戸数を減らす方向の協議で継続をしていっ

てはどうかとこのように思いますけれども、これは先ほど来何回も出ている質問でござ

いますけれども、私の方からも確認をさせていただきたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。集団移転の規模の考え方ということでございますが、前段ご指摘いた
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だいたこの規模の特例というふうなもの、これもこれで私も理解するわけでございます

が、それぞれの地域の置かれた状況というものがあるだろうというふうに思いますので、

必ずしもこの特例の規模まで下げてやることが本当にいいのかどうかという部分もござ

います。先般も県内の被災地の方でも当初の予定しておった集団移転の対象の箇所を変

更してふやしたけれども、将来のコミュニティの持続的なものを考えたときに非常に悩

ましく思うというふうなある自治体の担当者の素直な感想なども紹介されておったわけ

でございまして、一方ではそういう部分もあるわけでございます。 

      そういうようなことも一方には念頭に置かなければならないという部分もございます

けれども、あとは我が町の中でこの問題をどういうふうに前向きに整理できるかという

ふうなことだろうというふうに思いますので、先ほど来からそれぞれご質問ちょうだい

している中でお答えしておりますけれども、最大限の努力をさせていただきますけれど

も、そこには一定の考え方を持ってやりませんとせっかくの復興計画での基本的なまち

づくりの方向性が根底から崩れてしまうというようなことがあっても、これまたうまく

ないわけでございますので、その部分との整合性を図りながらどういうふうな調整が可

能なのかというようなことで、最終的にはこの市街化調整区域内での５０戸以上という

ふうな考え方があるというふうな中でスタートした問題でございますけれども、現実と

の調整・調和というようなものをどういうふうな形で図れるのか、引き続き両区の皆さ

んと協議を継続していく中で、早い機会の方向性を見出していきたいというふうに考え

ております。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。町の方針であるこの５０戸、これは堅持しつつも特例として３

０ないし４０戸、この辺の協議を進めて何とか選択肢を広げて柔軟な対忚をさせてあげ

るべきだ、そのように思います。その辺、非常に難しい判断、最終的には政治判断にな

ると思いますけれども、ここは齋藤町長のこの腕の見せどころ、３０から４０で何とか

着地できるようなそういう方向で頑張っていただきたいとこのように思いますけれども、

なお、その辺の決意のほどを。 

議 長（阿部 均君）答弁は簡明にお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。極力皆さまのご意見ご要望を踏まえて対忚できるように、取り組んで

まいりたいというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。では次に⑷に移ります。常磐線の浜吉田駅延伸に伴う対策で、

いろいろとあそこ、もちろんスペースが狭くて確保するのが大変だ。その状況もわかっ

ての質問でございますけれども、駐車場の確保、これは大半亘理町さんにお願いするわ

けでございますけれども、山元町から行った場合、どこか近くで空き地を利用して送迎

用のＵターンの場所を確保する。そういったこともスペースの確保に向けて、あと時間

的に半年でございますので、その辺、十分に亘理町さんの方にお願いしながら協議を進

めていってはどうかと思いますけれども、この辺について、いかがでしょう。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ご指摘の点を踏まえて亘理町さんと早目早目の対忚をしてまいりたい

というふうに思います。一例といたしまして、常磐線の西側を通っている町道、これが

ちょっと車の往来には尐し狭い町道でもございますので、あそこの拡幅につきましても

いち早く亘理町さんともう協議を今進めておりますので、そんなことを含めてできるだ

けの対忚をしてまいりたいというふうに考えております。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。右折レーンについては回答を詳しくいただきましたので、ただ、
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これが遅れないように。半年間でできるとは思いませんけれども、なるべく早目の右折

レーンの設置を望むものであります。 

      次に５番目の行政区消防団の編成の見直しでございます。非常に難しい局面の中での

この見直しの時期についてでございますけれども、できればいつごろまでに大体の見通

しがつけると。その辺の見通しはどうなのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。現段階ではまだ明確な時期をお示しできないわけでございまして、あ

くまでも集団移転なり事業、新市街地の整備事業、そういうものとの兼ね合いがござい

ますので、一定程度の落ち着きが確認できませんとなかなかどういうふうな形でいつの

時期までというようなことはもう尐し時間をおかしいただきたいというふうに思います。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。２番目の住環境の整備の中で、雑草の草刈り、先ほどいろいろ

と答弁をいただきました。ぜひこれを早目に対忚していただいて、交通安全、あるいは

防犯の立場からも随時町内が安心な状況になるようにお願いしたいものだとこのように

思います。 

      それで、２点目のでこぼこの町道関係でございますけれども、もちろん下水の工事と

の兼ね合いで下水が終わらないとできないという箇所もありますけれども、これが大分

１年あるいは２年と続いている箇所もあるんです。線名で言いますと大平牛橋線とかあ

るいは山下花釜線、今も下水の工事は進んでいるようですけれども、今後も時間がかか

るようであればそのでこぼこのひどいところ、ときにはグレーダーをかけるなりあるい

はでこぼこなったらすぐ砂利敷きをするとか、常に安全運転が保たれる、安全通行が保

たれる状況にしていただきたい。場合によっては仮舗装も検討していってはどうかと思

いますけれども、これについていかがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。担当課の方でのいろいろ計画もありますので、担当課長の方からちょ

っとお答えさせていただきたいというふうに思います。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。ただいまご指摘のございました路線等につきまし

ては、今後下水道の工事終了後に本舗装という流れとなっておりますが、砂利道で忚急

的な対忚をしておりますので、そちらの凹凸、こちらを機械等で削る、あるいは人力で

小さなくぼみであれば人力で埋める。あと、常温棒材等の対忚とそういった段階的な施

工を考えてまいりたいと思いますので、なお、現場のパトロールにも十分に努めたいと

思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。最後に防犯灯の設置の件でございますけれども、先ほど町長の

回答の中にＬＥＤ灯を仮設やら、あるいは通学路を中心に９２個設置した。問題は被災

地の今徐々に人が住みだしてきている、例えば花釜牛橋線、町道名でいうと町道４号線、

これも年度内に設置するとの答弁でありますけれども、住民からはとにかく危ない。防

犯対策上非常によくないということで、１日も早い、私もそれ聞かれた場合説明はして

おりますけれども、１日も早い設置をお願いしたいとこれが住民の切なる希望でありま

す。そういった意味で、年度内と言わずこの分については予算もたしか当初で計上なっ

ていると思いますので、早目の対忚をぜひお願いして私の質問を終わります。その件に

ついて、もう一度町長の固い決意を。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。大きな復旧復興事業から身近な問題まで含めまして膨大な業務がある

わけでございますが、極力町民の皆さまのご要望ご期待に沿えるように鋭意対忚できる

ように取り組んでまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいという
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ふうに思います。 

議 長（阿部 均君）８番佐藤智之君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は４時１０分といたします。 

午後 ３時５９分 休 憩 

                                             

午後 ４時１０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君の質問を許します。齋藤慶治君、登壇願います。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。これから平成２４年第３回議会定例会において復興まちづくり

の核心をなす集団移転事業の事業手法、津波復興拠点整備事業を新たに取り入れたこと

について改めて事業スキルの変更のメリット、津波復興拠点整備事業について齋藤町長

の所見を伺うものであります。 

      今山元町は震災復興の具現化に昼夜全力を挙げて努力していると思います。特に被災

者が安全にそして安心に住める災害公営住宅、防災集団移転事業は１日も早い実現を多

くの町民が望んでおります。齋藤町長は早い段階から新市街地形成にコンパクトシティ

の考え方を打ち出し、新駅の周辺に山元町の顔としての町並み、住む人がより利便性の

高い生活ができるような住環境の整備を目指し、その計画が今進行中であります。今般

の津波復興拠点整備事業のメリットと今後の市街地形成における公共施設の整備方針を

示し、５年、１０年後の我が町の未来図を早く被災者に、そして全町民に示す必要があ

ると思います。今多くの町民が望んでいるのはそういう夢と希望が与えられる新しい山

元町の姿の具現化の方向性だと思います。 

      次の５件についてお伺いいたします。 

      第１に、津波復興拠点整備事業のメリットについてお伺いいたします。 

      第２に、新市街地の公共施設、保育所、公園、道路、地域交流等の整備方針について

お伺いいたします。 

      第３に、公共施設建設の国からの財源支援について、どのようなスキームになってい

るか、わかる範囲でお聞きしたいと思います。 

      第４に、三つの事業を組み合わせて新山下、新坂元駅周辺の集団移転を完結しなけれ

ばならないと思いますが、この新たなスキームの変更によってスケジュールには問題な

いかをお伺いいたします。 

      最後に、新市街地移転事業計画をより具現化して早く示すべきだと思いますが、齋藤

町長の所見をお伺いしたいと思います。 

      以上、第１回目の質問とさせていただきます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。齋藤慶治議員の津波復興拠点整備事業についてのご質問にお答えしま

す。 

      まず第１点目、事業のメリットについてですが、災害復興土地区画整理事業から津波

復興拠点整備事業への変更に当たりましては次の３点について事業のメリットがござい

ます。まず、第１に町の財政負担が尐ないことが挙げられます。津波復興拠点整備事業

は町が直接国の補助を受けて実施する事業でございます。市街地整備に係る盛り土、造
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成等の経費については国から直接補助を受けられますので、震災復興土地区画整理事業

に伴う保留地処分のリスク、保留地売却までの一時的な資金の負担がありません。 

      第２に、被災者にスムーズかつ確実に宅地を提供できる点でございます。津波復興拠

点整備事業は事業計画について国県の認定や同意が得られましたら、その後の手続には

区画整理事業に伴う審議会の設置が不要であり、事務手続も尐なく、早い段階で設計、

用地買収等の事業着手が可能となります。 

      最後に第３として、建築物の整備に係る経費についても一部補助が受けられることが

ございます。津波復興拠点整備事業では津波災害時でも都市機能を維持するための施設、

早期復興を促進する施設の整備について補助が得られます。具体的には避難所、集会所

などの機能を持つ防災拠点施設、備蓄倉庫、地域のコミュニティ復興のための交流セン

ター、また子育て支援施設などが挙げられます。 

      以上の３点のメリットから事業をしようとして津波復興拠点整備事業を活用すべく、

本年１２月の認可を目指して調整を行っているところでございます。 

      次に２点目の新市街地への公共施設の整備方針についてお答えいたします。新市街地

の公共施設整備に当たりましては、第１に災害に強い市街地としての機能を重視します。

新市街地には防災拠点を設置したいと考えておりますが、その防災拠点には災害に備え

て避難所、消防団の詰所、地下貯水槽、備蓄倉庫などを整備し、災害時に備えてまいり

たいと思います。また、平常時の防災訓練や防災研修への活用を想定したスペースの整

備を予定をしております。第２にコミュニティの再形成を促進する機能を重視したいと

思います。新市街地には複数の行政区から被災者が移転してこられますが、新市街地の

防災防犯、地域振興など今後のまちづくりを進めるに当たり地域コミュニティの活力が

欠かせません。その交流のためのイベントスペース、公園など公共施設については今後

設置を予定している復興まちづくり協議会等の場で検討を重ね、整備を進めてまいりま

す。第３に新旧両市街地の住民の皆さまの利便性の確保を重視してまいります。駅前や

メーンストリートの沿線に商業者の方々などの出店いただくスペースを確保し、利便性

の高い市街地を形成してまいります。 

      次に、３点目の公共施設建設の財源支援の可能性について回答いたします。現在検討

中の施設でございますが、子育て支援施設を併設した保育所については国庫補助と特別

交付税措置で全額が国の財源でございます。それから集会所として利用可能な防災拠点、

備蓄倉庫、飲料水の貯水槽、またイベントスペース等の交流施設などの防災拠点機能、

交流機能を持つ部分についても全額が国の財源を充当できることになっております。し

かし、制度としてはただいま申し上げた部分の適用が可能でありますが、都市計画決定

を伴う施設でございますので、その必要性の整理を十分に行った上で各施設の事業採択

について調整を進めたいと考えております。 

      ４点目に事業実施のスピードについてでございます。ご質問のとおり、防災集団移転

促進事業、災害公営住宅整備事業、津波復興拠点整備事業の三つの事業の組み合わせは

事務上調整に努力を要します。しかし、目指す安全安心で利便性の高い住みたくなる町

の実現のため、各事業のデメリットを確認しできる限り尐ない負担で理想のまちづくり

が実現できるよう検討を進めてまいります。現在は以前からご説明しております平成２

５年度の工事、２６年度の宅地分譲、災害公営住宅入居を目指しておりますが、さらに

スピード感を持って進めてまいりたいと考えております。 
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      最後に５点目の計画を町民の皆様に一刻も早くお示しをすべきについてお答えいたし

ます。今月の１５、１６日に山下・坂元両市街地の地権者を対象とした説明会を予定し

ており、その中では計画している事業区域、主に施設の配置イメージにあわせ津波復興

拠点整備事業の採用につきまして地権者の皆様にお示しするとともに、農地転用に係る

同意についてご理解を得たいと考えております。以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。それでは、１番の方から再質問いたします。まず事業のメリッ

トは先ほど３点挙げられました。町負担が尐ない、そしてスムーズに宅地を供給できる、

そして建物の整備に係る費用が一部補助を受けられる。その観点が特に大きな項目だと

は思うんですが、メリットとして受けられますが、現実的に今まで土地区画整理事業で

やろうとして多分３月、４月まで進んできて、新たにこの事業の方が我が町のとってふ

さわしい、有利だという判断があったと思うんですが、町長が目指す新市街地の中で現

実的に土地区画整理事業と、例えば津波の関係で用地者との関係というのはどういうふ

うになるんでしょうか。前は土地区画整理というのは概略でいえば皆さんが組合になっ

てとか町で区画整理組合をつくって――を出してという形ですが、今回の場合は一括し

て町が買ってしまうというか、おかしいですけれども防災集団需用とか災害公営住宅と

一緒で津波この拠点の土地のスペースも買収をできるのかどうか。その買収方法につい

てお伺いいたします。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。事業地の買収方法についてご回答いたします。土地区画整

理事業は、議員お話のとおり、それぞれの地権者がいらっしゃいまして、その中で換地

処分ということで基本的には今まで持っていた土地と同じ価値の土地をお返しするとい

う手法で行われます。農地からこれが宅地にかわるということになりますので、単価と

しては上がる。したがって、土地の面積は尐ない形で、いわゆる減歩といわれるんです

が、その部分を引いた形で土地をお返しするという手法になります。ただ、区画整理実

施のときにも説明会の中ではより事業を円滑に進めるために町の方で土地を買い上げさ

せてくださいということをお願いしながら進めてきたところです。それで、今回津波防

災拠点事業、それから災害公営、それから防災集団移転、こちらの事業三つともいずれ

も直接地権者の方から土地を買わせていただくという事業になります。 

      その買わせていただいた土地をそれから造成をして宅地化をしていくというような流

れになっていきます。以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい。買収の方法は現実的には前と一緒、町が一括して買う。具体的な手法

はありますが、大きく手法はかわらないという形で、ただ、保留中のリスクとかその分

でメリットがある。あと、先ほど言った審議会の設置が不要とか若干事務手続がすぐれ

ている。私も前回若干この資料をいただいた内容を見ると、一番のメリットは後でも同

じような質問が出るんですが、都市機能を有するためのまちづくりに対してがこの本来

の目的である。簡単にいうと都市の津波からの防災性を高める拠点であるとともに被災

地の復興を先導する拠点となる市街地の形成、その特に後段の方を被災地の復興を先導

する拠点という中にいろいろなメリットがあるのではないか。そういう点ではもう尐し

いろいろなこのメリットを生かすような方策をこれからこの短い時間にとらなければい

けないかなと思うんです。 

      そこで第２の質問に入りますが、市街地の公共性の整備方針の中で先ほど保育所とか

公園とか商業施設とか若干挙げました。そこら辺、もう尐し具体的に大きなメリットを
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受けられるという形の説明はできるんでしょうか。もしできなければ私ちょっと資料を

もらった中で概要だけ話します。まずその具体的なもう尐し公園等のメリット関係、も

し答えられるならその点、まずお願いします。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。津波復興拠点事業を適用した際の公共施設等に係るメリッ

トという部分でございますが、公園とかについては区画整理事業についても一定のもの

は同等にできると考えられます。ただ、建物の部分について区画整理事業、それから防

災集団移転等を含めますと一定の規模というものが決められていたり、そういう部分で

尐し柔軟性が尐ないというのが今までの適用事業でした。その中で、今回津波の事業を

かけるということで、こちらの方としてはかなり具体的に建てられるものというものが

例規されている。さらに規模要件という部分についても、いわゆる目的として復興復旧、

そういう部分に資するものであればということになっておりますので、その辺の理論構

築をきちっとして必要な規模のものが、上限がないという言い方は非常に不適切な言い

方ではありますが、必要な範囲においてものをつくっていけるという部分について優位

性があるというふうに判断したところでございます。以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。具体的な項目はこの次というか後でしますが、まずこの指定を

町内の一忚新山下駅周辺、新坂元駅周辺をこの事業スキームでやるというような形なん

ですが、宮城病院周辺の関係はこのスキームでは受けられなかったのかどうか。なぜ２

地区になったのか。その点をまずお伺いします。 

事業計画室長（高久政行君）はい。今回の津波の事業でございますが、各市町２か所で、それぞれ

２０ヘクタール以内というふうにまずその適用箇所が限定されてございます。それとあ

わせて、宮城病院、こちらの方には医療福祉施設ということを想定しているんですが、

その部分については効果促進事業等の適用によって町の考えるものが一定程度はできる

という判断もございまして、山下地区、それから坂元地区に適用したいというふうに考

えているところでございます。以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。それでは、新山下・新坂元駅周辺をこの津波整備拠点のもので

整備する中で、ちょっと具体的なお話をお聞きしたいと思います。この目的の中に具体

的な公共施設の中に特定業務施設、事務所とか事業所、地域に雇用の機会の創出になる

ものも可能です、これが第１点あります。第２点としては公益的施設ということで教育

施設とか医療、官公庁、購買施設、これはスーパーのことをいうのか購買施設、その他

居住者の共同の福祉または利便に必要なものがいいですよと。第３点には公共施設、そ

のとおり道路、公園、公用の用地、その三つが明確に入っていまして、それを都市公園

に概略は決めなければいけない。それが要件ですという項目になっています。それで、

今言った事業所とか教育施設とか公共施設、前回いただいた資料には案の案でまだ素案

の段階で議会の方にも配布されていますが、これを具体的に最大限生かす努力というの

は、先ほど町長が言ったように復興まちづくりでは間に合うんでしょうか。私はもう今

同時進行にやらないと大きな柱となるものが今この２、３週間が勝負なのかなという強

い思いがありますので、まず時期的なもので可能なのかどうか、その点をまずお聞きし

たいと思います。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。これは施設の、整備する施設、こちらの方につきましては

現在町内から、各部署から聞き取りをいたしまして、その中でつくりたい施設というか

あれば町の活性化、それから復興につながるというような施設の現在選定をしていると
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ころでございます。さらに、そのほかに今回の復興交付金の中で津波以外の事業等の適

用、それらも含めて予算措置、それらも含めて現在詰めているところでございます。そ

れで、めどといたしましては今後この部分については都市計画決定、それから復興整備

計画の方に載せていくということで、１１月の決定を目指して作業を進めております。

それに間に合うような形で内部調整等をいたしまして、一定の結論が出た形で都市計画

決定に進みたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。時期的なことはわかります。どちらにしても１か月から１か月

半ぐらいの中で素案は固めないとだめだと。それで、私今回この関係を質問したのは、

せっかくいろいろな恩典が得ることが可能な事業だとそういう理解の中で、いかにして

新市街地、町長がおっしゃっているコンパクトシティ、質の高い利便性の高いまちづく

りをするかという中をもうちょっと具体的に、案の案の段階ですが、もうちょっと詰め

ていってもいいのではないか。というのは、こういう町ができるということでここに住

みたいとかここを選択する方がいると思うんです。単に駅の近くではなく、利便性の高

いスーパーができたり、病院、開業医さんが２、３こういうふうに誘致するんだみたい

な形の明確な土地、町としては現段階では誘致、その中で土地のスペースの確保の仕方

なんですが、そこら辺を明確にしていかないとなかなか町では市街地、コンパクト化、

生活のあれがしやすいとか利便性が高いと町長も言っているし、いろいろな資料も前回

も最終のときでも資料を配布されていますが、それをより具現化したこういう図面に落

とすような基本的な設計を明確に明示していったほうが選択肢、先ほど選択しやすいの

ではないかと思います。 

      それで、ちょっと質問長い町長にお伺いします。公園とか道路とか、そこら辺の基本

的なとり方の基本的な考え方というのがあると思うんですが、その点をまずお聞きした

いと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。いまご指摘の道路、公園とかにつきましては、特に市街地形成の骨格

となる部分でございますので、一つには新しい駅と国道６号に直接乗り入れできる役場

の敷地の入口と直結できるそういう骨格道路を念頭においておりますし、公園などにつ

きましてもいろんな公園設置の考え方があるわけでございますが、小さな公園を一定数

確保して子育てが終わるとなかなか利用に供されないような、そういう公園であっては

いかがなものかと思っておりますので、やはりその市街地のみならず、できるだけ町全

体としての公園、オープンスペースになるようなそういうふうな機能も必要なんじゃな

いかなと。そういう中でイベントなりあるいはコンサートみたいな形がもてるようなそ

ういう規模をもった一定規模の公園にしたらどうなのかなとそんな考えももっていると

ころでございます。あわせて、商業施設の関係につきましても、いま商工会のまちづく

り協議会の中でいろいろと協議いただいているところですが、地元の皆さまにも商店群

に進出していただければ、そういう考え方なども大事にしていかなくてはないというふ

うに思っているところでございます。それにしましても、新しい駅と一体となった隆盛

をできるだけ引き出せるような考えで道路なり公園なりあるいは業務施設なり公共公益

施設の配置をいろいろ検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。ちょっと私の質問の順番を間違えましたけれども、町長のコン

パクトシティが利便性の高いまちづくりとはどんなものかというのをより具体的な項目

で列挙し、町としては検討し、それに沿って土地の利用計画、この計画をつくって１１
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月、１０月の中ごろにはなんですが、つくり上げるという同時並行的な作業をしなけれ

ばいけないという面でありますので、どんどん情報を発信して今後どういうまちづくり

にするかということを重点的に進めてもらいたいと思います。 

      それで、公園等はもう一度後で確認しますが、ここで教育施設、先ほどの保育所関係

が子育て支援センターが一つの教育施設といえば教育施設になると思います。あと医療

施設、ここでは宮城病院、国立の宮城病院がありますので大きな病院はあるんですが、

それに付随する町の小さな開業医があると便利です。これから高齢者の中でこの町にそ

ういう医療関係の誘致というかここに張りついてもらうという努力というのも私は利便

性の高いまちづくりの中では必要だと思うんですが、その点、考えをお聞きしたいと思

います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。利便性につながる諸施設としてご指摘のような医療関係のものも当然

そこに期待したいというふうに思っておりますし、そのほかの商業なり業務施設につい

ても同じような考え方で、せっかく一定の規模の人口が張りつくわけでございますので、

そういう医療なり商業なり、あるいは子育て機能なりというものを限りなく充足できる

形が必要でございますので、そういう形でいろいろ関係者の皆さまにもこの新しい市街

地での進出というふうなものをお願いしていきたいというふうに考えております。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。そういう医療施設の関係の充実は当然住む人が求める項目の一

つ。あと、やはり買い物関係、歩いて買い物に行けるようなコンビにはもちろんですが、

スーパーマーケット的なものもこの一つの居住の中には必要だという考えがあります。

実は、先日商工会の方の集まりの中でこのまちづくりの町が主導している出店はどうで

すかというアンケートの関係が一つ示されていました。それは数字はまた別にして、そ

の後の話し合いの中でもうちょっと明確に新しいまちづくりを示してもらわなければ多

額の資金を投資してここに入っていいのかどうかわからないと。これはもうちょっと町

は明確なまちづくりを示し、商売が成り立つという判断になれば地元の商工業者も決断

して、大いに町のために出店したいとそういう声もあります。 

      あと、もう１点としては生活の利便性の中では一定の商業施設、スーパーというのは

どうしても欠かせない。そういう意見が結構出ました。その周辺に商店を張ってともに

集客力の中で商売というものを繁栄させるという方法がより現実的だとそういうもろも

ろの意見が出ております。そういう点では町がもう尐し明確にいろいろな利便性の高い

住居の内容をもうそろそろ示すべきだし、町民からいろいろな意見を得る時期だと思う

んですが、ぜひ後で復興が募集していますが、そこら辺の計画は細かい事業になると思

うんですが、骨格に関しては町が示しても私はいいと思うんですが、その点について町

長にお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今ご紹介していただきましたように、商工会のまちづくり委員会の方

でもこの中心市街地の経費についてのいろいろなご要望も集約していただいております

ので、そういうのをできるだけ取り入れた形で町としても、特に業務、公共公益施設の

整備の考え方、単に言葉だけではなく共通理解してもらうためには一つのきちんとした

絵として共通理解していただくことが大事でございますので、できるだけ早い機会にそ

ういうものを準備してまいりたい。そういう中でこの市街地形成の議論を深めて、予定

されている時期に計画をまとめて決定ができるようにしてまいりたいなというふうに思

います。 
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 ７番（齋藤慶治君）はい。もう１点だけ、ちょっと公園はなるべく広目に、あと町長の言われた

ようにイベントが開催できるような形の考え方も取り入れていきたいという形になると

思うんですが、私は強く要望したいのは、仙台圏から３５分か４０分で新山下・新坂元

に着く。将来は絶対また――含めてしっかりとした町をつくれば新しい人が張りつく、

住むという形のまちづくりを逆にしないとだめだと思います。そういう点では新駅を降

りたときの町の風格というか家屋、そういうのも十分重視しながら住んでいる人たちが

誇りを持って住めるというのを基本にしてほしい。その中で今回この制度を利用する中

で目いっぱい知恵を出して、いろいろな公共施設、協力もらえるのは極力国から支援の

内容で張りつけるというような計画を打ち出してほしいと思います。その点に最大の知

恵を絞るべきだと思います。 

      ちょっと細かい点になるんですが、交流施設というのはどこら辺まで交流施設という

ふうに理解していいか、もし考え方があれば、というのは本町交流施設、どこまで交流

施設になるかはわかりませんけれども、交流施設等が現存していないというか余りない

んです、これというの。今回は防災を含めた交流施設、まちづくりに対しての交流施設

はいいですと項目があるんですが、そういう中で小ホールとかそういうのまで交流施設

になるのかどうかはまだわかりませんが、この交流施設、どこら辺まで可能かどうか、

現時点でいいです。あとは国に聞かないといいとか悪いとかは許可は出ないと思うんで

すが、私は本町にないような交流施設もこういう場面で望みたいと思うんですが、その

点についてお伺いいたします。 

事業計画調整室長（高久政行君）はい。交流施設についてなんですが、結論から申しますと、今ど

の規模のものができるかということをお示しできる状況ではございません。この辺はこ

れから国交省、それから復興庁といろいろ相談をさせていただきまして、どの規模がで

きるかというような部分を詰めていくということになります。ただ、目的としては地域

の新しいコミュニティができるわけですので、そこの交流を促せるというような部分の

目的がございますので、その目的を持って規模というものを具体に相談をさせていただ

いて、確定をしていきたいというふうに考えております。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。これから申請し、国の方の認可というか許可ないと具体的には

明確には言えないというんですが、目いっぱいいろいろな計画を入れて、せっかくです

から山元町の本当の核となる市街地形成を目指すべきだし、取り入れるべきだと思いま

すので、ここにいろいろな項目載っています。緑化の植栽の関係から緑化施設からいろ

いろな舗装の関係から照明関係から、だから町のアイデア次第では近隣にないようなま

ちづくりの光景が私は実現できると思いますので、これから住民の声を聞きながら職員

含めて最大の知恵を絞ってこのこれから作成の方に入って、案ができた段階で早くまた

議会の方にお示ししていただきたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今いろいろご指摘いただきましたように、できるだけ夢のある、希望

のある、町外からもぜひ定住の魅力のあるようなまちづくりができるようなそういう形

での復興拠点整備事業を活用してまいりたい。そのためには忚援職員の方々も含めて町

の職員、そしてまた議会ともいろいろとご相談をしながら町民の皆様の意向も限りなく

この中に取り入れながら、尐しでもいい形での拠点整備、中心市街地の整備をしてまい

りたいというふうに思います。 

      先ほど来から心配していただいていますとおり、なかなか非常にきつい時間でのこの
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事業の推進ということになりまして、議会の皆様にも大変そういった意味でのご心配な

りご苦労をちょうだいするわけでございますけれども、引き続きのご理解ご支援をいた

だきながら進めさせていただきたいというふうに思いますので、今後ともよろしくお願

い申し上げたいというふうに思います。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。先ほどあしたで１年半過ぎるということですが、去年の忙しさ

とは別に今もスピードを要するということには去年の１年前と全然かわっていないと思

うんです。今はこれからのまちづくりに対してのスピード感を持っていかないとだめだ。

まず第１に町の計画、先ほど言ったように国に認可出す、先ほど室長の方から１１月末

にという形で、その認可を得ないことには一切何もスタートできないというのが現実で

ありまして、それにあわせて事業を展開というか仕事をしてもらわないとだめなので、

今全国からいっぱい忚援の方、優秀な職員の方来てもらっています。しっかりと本町の

将来のことも含めて考えてもらって、スピード感持って何とかぎりぎり間に合うような

形でいかないと来年４月、２５年度の工事というのが遅れますので、私はこのタイムス

ケジュールの中でことしの秋の用地買収が始まって、２５年度には工事をさせないと何

も見えないのでは、ますます山元町自体が疲弊してしまうという心配があります。町長、

２５年度の工事、２６年度の宅地分譲というスケジュールが大まかで入っていますが、

その点について再度固い決意を示してほしいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。復興に向けました事業推進の考え方、これはこれまでの住民の皆様へ

の説明、そしてまたこの議会の場での説明におきましても山元町の震災復興は２７年度

までが一つの大きなタイミングになるというふうにお話、説明してきたところでござい

ます。市街地の整備、そしてまたその整備に伴っての仮設からの新しい場所での生活再

建と、この問題を対忚するためには予定されているこの年度時期までにしっかりと対忚

していくことが必要でございますので、町のプロパー職員、そして全国から力強くご支

援していただいている忚援職員の皆さんと、さらにこの問題に対して一体となって取り

組む中で予定のスケジュールを確実なものにしていきたいというふうに考えております

ので、ぜひ議会の皆様にも引き続きのご支援ご理解をよろしくお願い申し上げたいとい

うふうに思います。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。町長、最後の質問としますのできちんと明快な回答をお願いし

たいんですが、きょう午前中の前の一般質問の中でもいろいろな関係が出ていました。

同じ質問が再三出ています。その中で前議員からの中でまちづくりは修正に修正を加え、

そして協議してまた修正というような文言が出ています。全く私そのことだと思います。

何も町長一人でまちづくりやっているわけではないんです。町長、議会、町全体で、全

員でやらなければ物事は進んでいきません。今回の坂元の公営住宅の関係も町長の、町

執行部の意向もあるし、町民の意向もあるし、議会の意向もあります。そういう点では

みんなで一致して方向性が一致しない限りは前進して事業が展開していきませんので、

先ほど言ったように時間ありません。一刻も早く前に進むような形をお互いにとって行

かなければ迷惑かけるのは町民に対して最大の迷惑をかけるだけであります。そういう

ことを強く私もこの午前中の、午前中、きょう一日の一般質問の質疑を他の議員の質問

を聞いて思いました。そういう点では町長も何も修正含めて一人で修正がなしという形

で考えることはないと思います。私からの意見、町民の意見を聞いて前に進む方策をぜ

ひ実現して、この災害復旧、みんなで解決していきたいと思いますので、最後にその件
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だけ町長にお聞きし、質問を終わります。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ただいま復興まちづくり、町民、議会、そして町執行部、三位一体と

なって推進していく必要がある。ものによっては計画のローリング的なものも加味しな

がらというふうなお話をちょうだいしたところでございまして、まさにそのとおりだと

いうふうに思います。復興計画での基本的な方向性を堅持しながらも、議会の皆様なり

町民の皆様方のそのときどきの思いを大切にしながら我々もやっていかなければならな

いだろうとそういうふうに思うところでございますので、きょうの午前中からのご議論

を踏まえて、また改めて諸問題の解決に向けてまいりたいとそういうふうに思いますの

で、ぜひ議員の皆さまにも重ね重ねのご理解ご支援をよろしくお願い申し上げたいとい

うふうに思います。 

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君の質問を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）お諮りします。本日の会議はこれで延会にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      本日はこれで延会することに決定しました。 

      これで延会します。 

      次の会議は、９月１１日午前１０時開議であります。 

      皆さん、大変ご苦労様でございました。 

 

                午後 ４時５６分 延 会 


